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一
九
一
四
年
六
月
二
十
八
日
の
、
ボ
ス
’
一
ァ
の
都
セ
ラ
ヱ
プ
に
於
け
る
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
傭
及
び
同
妃
暗
殺
事
件

が
、
世
界
大
戦
勃
鍍
の
導
火
線
・
こ
成
り
、
最
近
史
上
雄
も
重
要
な
る
事
件
の
一
つ
な
る
事
は
言
を
俟
た
な
い
。
故
に
、

此
の
事
件
の
原
因
を
探
求
し
、
糞
の
童
任
果
し
て
何
れ
に
あ
り
や
を
胴
確
に
す
る
事
は
、
大
戦
原
因
論
．
Ｌ
於
け
る
鍍
も

重
大
な
ら
任
務
の
一
つ
で
あ
る
。
然
る
に
從
来
此
の
事
件
の
興
相
を
見
極
め
る
事
は
顔
ゐ
困
難
な
る
状
態
に
あ
っ
た
。
．

大
戦
中
に
於
け
る
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
對
す
る
反
感
、
セ
ル
ピ
ァ
に
對
す
る
同
情
は
、
種
々
な
る
風
聞
や
宣

傳
一
こ
祁
俟
っ
て
、
事
件
の
混
相
を
全
く
暖
昧
の
中
に
葬
り
去
っ
て
居
た
の
で
あ
る
。
殊
に
、
講
和
會
識
に
於
て
、
ア
メ

リ
カ
の
冒
昌
侭
の
主
宰
し
た
《
６
○
日
目
い
い
旨
〕
。
〕
〕
吾
。
”
③
名
。
昌
冒
ご
っ
胃
言
疹
呈
］
○
厨
○
寓
言
乏
肖
》
》
が
其

の
報
告
に
於
て
、
セ
ラ
ヱ
デ
事
件
に
對
し
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
黄
任
全
く
無
き
事
を
決
定
し
、
此
の
主
強
が
永
く
世
界
の

與
論
卒
欺
き
來
つ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
其
の
後
、
種
糞
な
る
暴
鱗
が
發
表
さ
れ
、
事
件
の
秘
密
の
幕
は
次
第
に
剥
が
る
、
に
至
っ
た
。
之
に
棚
し
て

は
、
の
．
陣
固
喝
、
、
匡
〕
⑦
○
呂
言
、
○
罵
言
毛
Ｃ
罠
匡
三
目
．
く
巳
畠
．
が
詳
述
し
正
居
↓
②
。
暴
露
の
ト
シ
・
フ
を
切
っ
た
の

セ
ラ
ヱ
ヲ
事
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
査
任
五
三

セ
ラ
ヱ
ヂ
事
件
に
對
す
る
セ
ル
ビ
ァ
政
府
の
責
任

［

大
・
村
作
次

β

郎
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I

セ
ラ
ヱ
ヲ
聯
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
斑
帳
五
四
、

は
、
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
に
於
け
る
史
繩
鈩
教
授
”
賃
一
旦
①
刀
目
且
⑦
昌
冨
っ
一
〕
の
「
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
怖
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
の

暗
殺
」
（
ご
豆
翻
言
○
シ
ニ
吻
貫
銅
き
い
甲
①
鈎
旦
○
二
旦
昌
三
宮
局
①
『
〔
一
冒
昌
号
．
国
の
一
ｍ
『
且
①
．
】
＠
圏
．
。
①
目
ご
己
）
可
Ｐ
己
切
．
周
目
鼻
‐

言
斥
．
］
旨
い
）
で
あ
っ
て
、
著
満
は
、
セ
ル
ピ
ァ
の
一
天
結
趾
怠
る
「
叫
防
」
（
ｚ
昌
○
二
言
○
号
目
員
）
及
び
「
統
一

か
死
」
（
９
８
旦
旦
の
薑
切
目
庁
）
の
成
立
ぞ
述
べ
，
将
に
後
荷
は
迦
附
「
ブ
ラ
ッ
ク
・
ハ
ン
ド
」
↓
こ
呼
ば
れ
る
、
頗

る
革
命
的
な
秘
密
結
耽
で
あ
っ
て
、
其
の
婿
導
背
は
斑
に
セ
ル
ピ
ァ
参
謀
祁
惜
報
局
長
己
．
冒
凰
ョ
の
三
厨
。
｝
〕
で
、
此

の
人
物
こ
そ
が
‐
セ
ラ
ヱ
ぞ
陪
殺
罪
件
の
蔭
の
指
抑
者
で
あ
つ
↑
娼
事
》
ぞ
明
か
に
し
て
、
世
を
驚
か
し
た
の
で
あ
る
。
次

い
で
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
る
国
．
青
く
貝
の
。
一
〕
は
其
の
著
盟
且
⑦
ご
唖
蚕
疹
言
］
〕
員
．
殴
且
①
ぐ
○
．
］
の
暖
．

に
於
て
、
自
分
は
暗
殺
計
謹
に
就
て
凡
て
を
知
っ
て
居
た
の
で
あ
る
ゞ
、
・
發
表
し
、
其
の
詳
細
を
述
べ
た
が
、
王
、
一
し
て

セ
ラ
ヱ
テ
に
於
け
る
蜜
行
共
の
も
の
に
附
し
、
セ
ル
ピ
ァ
｝
こ
の
附
係
Ｌ
就
て
は
除
ｂ
云
ふ
虚
が
無
か
っ
た
。
最
も
セ
ン

セ
ー
シ
ョ
ン
を
起
し
た
暴
露
は
、
大
戦
常
時
の
セ
ル
ピ
ァ
文
部
大
臣
た
り
し
『
昔
冒
】
ｃ
言
昌
。
且
胃
｝
〕
の
發
表
で
あ
っ

て
、
大
職
勃
發
十
川
年
記
念
と
し
て
一
九
二
四
年
に
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
｝
，
」
於
て
發
行
さ
れ
た
「
ス
ラ
ヴ
人
の
血
」
（
厚
く

望
。
ぐ
ｇ
の
弓
鴛
）
の
中
の
鼠
、
文
．
九
一
四
年
の
乏
冨
ｃ
一
己
目
（
六
月
二
十
八
日
）
の
後
」
に
於
て
、
常
時
セ
ル
ピ
ア

も

の
弔
閨
の
三
胃
一
〕
内
側
は
一
啼
殺
の
計
謹
↓
や
約
一
月
前
よ
り
知
っ
て
居
た
に
拘
ら
ず
、
之
を
阻
止
す
べ
き
有
效
な
《
わ
手
段

を
敢
へ
て
取
ら
な
か
っ
た
事
一
炉
暴
燃
し
て
、
一
世
拳
ぞ
驚
倒
せ
し
め
，
多
数
の
セ
ル
ピ
ア
人
及
び
セ
ル
ピ
ア
同
情
宥
令
や
痛

く
憧
激
せ
し
め
た
。
セ
ル
ピ
ァ
に
間
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
一
權
威
な
る
ン
．
三
ｏ
屋
め
い
ｇ
の
如
き
も
之
に
反
對
し
、
特
に
イ

ギ
リ
ス
に
於
け
。
有
名
な
一
ｑ
ハ
ル
ヵ
ン
史
學
者
戸
乏
．
め
の
８
コ
‐
三
景
ｏ
邑
は
其
の
セ
ル
ピ
ァ
愛
護
熱
よ
り
、
上
述
の

l
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ヨ
ヴ
ノ
ギ
ッ
チ
の
暴
雄
を
信
じ
得
ず
、
一
九
二
五
年
四
月
の
国
司
曾
崖
穿
肩
誌
上
に
於
て
、
「
欧
米
の
輿
論
は
、

曾
て
よ
り
も
錘
く
大
戦
黄
任
の
問
題
ゞ
し
興
味
を
有
し
、
ヨ
ヴ
ノ
学
ツ
チ
及
び
パ
シ
チ
雨
氏
よ
の
充
分
且
つ
詳
細
な
る
説

明
を
婆
求
す
る
椛
利
有
り
」
↑
、
述
べ
た
。
其
の
後
間
も
な
く
自
ら
セ
ル
ピ
ア
に
赴
き
直
接
聞
く
虚
有
ら
ん
一
こ
し
た
が
、

そ
れ
は
不
成
功
に
終
っ
た
や
う
で
、
彼
は
同
年
五
月
十
三
日
の
隠
噴
ｇ
ｏ
盲
ｃ
『
紙
上
に
公
開
状
を
發
し
、
自
分
が

ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
政
府
に
ヨ
ヴ
ノ
ヰ
ッ
チ
の
暴
砺
に
洲
す
る
説
明
を
要
求
し
て
よ
り
、
既
に
二
月
以
上
を
経
る
に
未
だ
何

等
の
返
馨
を
得
ず
、
『
ご
述
べ
て
詰
側
し
た
。
之
に
對
し
セ
ル
ピ
ァ
政
府
は
何
等
の
返
答
を
與
へ
ず
、
依
然
共
の
沈
獣
を

守
っ
た
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
の
新
聞
が
、
政
府
は
大
戦
の
起
源
に
閥
す
る
新
「
青
諜
」
を
公
表
す
る
に
決
し
た
－
ご
告
げ
．

解
８
口
‐
通
君
胃
い
○
ロ
も
ロ
ン
ド
ン
・
タ
ィ
ム
ス
に
更
に
譜
浄
發
し
、
此
の
文
蒋
公
表
迄
批
判
を
差
控
ふ
べ
き
で
あ
る
尋
こ
し

た
が
、
彼
の
期
待
に
反
し
て
文
書
の
公
表
は
麓
行
さ
れ
す
に
終
っ
た
。
彼
は
如
何
に
し
て
も
ヨ
ヴ
ノ
ギ
ヅ
チ
の
暴
露
を

信
じ
得
ず
、
而
か
も
セ
ル
ピ
ァ
禰
局
よ
り
の
何
等
の
説
明
も
出
て
來
な
い
↑
ご
云
ふ
事
置
に
直
伽
し
、
途
に
彼
の
重
要
な

る
セ
ル
ピ
ァ
辮
護
の
書
留
且
①
く
○
．
Ｆ
ｏ
昌
○
〕
〕
．
ご
蹟
．
に
於
て
、
其
の
節
六
章
「
犯
罪
の
責
任
」
に
「
ヨ
ヴ
ノ
ギ
ッ
チ

氏
の
暴
蕗
」
な
《
わ
附
錐
を
川
へ
、
ヨ
ヴ
ノ
ギ
ッ
チ
は
翼
の
蛎
漉
を
誤
表
し
た
も
の
で
、
之
に
封
し
大
戦
常
時
の
彼
の
開

僚
逹
は
公
然
ざ
彼
小
虚
言
を
非
雄
す
る
ぞ
差
控
へ
て
勝
ら
の
だ
、
↓
こ
の
巧
妙
な
る
結
諭
を
作
出
し
、
彼
は
自
己
の
型
要

性
を
誇
恢
せ
ん
↑
こ
す
る
政
治
家
の
タ
イ
プ
で
、
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
政
府
が
革
命
連
動
に
同
傭
し
て
居
た
事
を
示
し
て
ボ
ス

ニ
ア
の
青
年
の
支
持
を
得
、
以
て
自
己
の
政
治
Ⅲ
勢
力
を
増
大
せ
し
め
ん
一
こ
欲
し
た
の
だ
↑
こ
論
じ
た
。

此
の
間
、
ヨ
ヴ
ノ
ギ
ッ
チ
の
暴
露
が
猟
英
米
の
詣
叫
に
於
て
大
な
る
注
意
を
引
き
，
セ
ル
ビ
ァ
の
立
場
漸
く
不
利
｜
こ

セ
ラ
ヱ
ヲ
琳
件
に
對
す
る
セ
ル
ビ
ア
政
府
の
登
任

’

五
五
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I

れ
ん
事
冷
恐
れ
て
、
ヨ
ヴ
ノ
ギ
ッ
チ
の
要
求
を
拒
絶
し
喝
斯
く
の
如
き
は
、
セ
ル
ピ
ア
政
府
が
如
何
に
脛
に
疵
持
つ

身
を
自
蝿
し
て
居
る
か
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

セ
ラ
ヱ
ヲ
事
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
盃
任
五
六

な
り
來
つ
た
を
見
て
、
セ
ル
ピ
ァ
の
新
附
の
若
ｆ
は
ョ
↓
ワ
ノ
ギ
ヅ
チ
を
画
剛
奴
な
り
↑
こ
し
て
攻
盤
し
始
め
た
。
故
に
彼

は
自
衛
の
鯛
ｚ
ｏ
ぐ
芦
匿
ぐ
○
庁
誌
に
論
説
を
迦
救
し
て
自
己
の
立
場
今
ぞ
癖
明
し
、
余
は
軍
に
一
九
一
四
年
に
凡
て
の
人
に

本
質
的
に
は
既
に
知
ら
れ
し
躯
を
記
し
た
に
過
ぎ
な
い
ざ
主
張
し
た
。
こ
れ
は
確
か
に
事
睡
で
‘
秘
密
結
就
「
ブ
ラ
ッ

ク
・
ハ
ン
ド
」
の
活
動
な
る
も
の
は
セ
ル
ピ
ァ
人
に
は
充
分
知
ら
れ
て
居
た
蛎
で
、
た
ぷ
そ
れ
が
協
商
列
強
に
於
て
全

く
知
ら
れ
て
居
な
か
っ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
・

ョ
雫
ワ
ノ
ギ
ッ
チ
の
暴
蒔
問
題
は
、
政
蕪
問
題
－
ご
合
し
て
激
し
い
論
談
ぞ
惹
起
し
た
。
一
九
二
六
年
二
月
二
十
六
日
、

農
民
派
の
］
ｏ
君
昌
冒
一
く
目
９
昌
吻
ｇ
は
識
會
の
鎌
算
委
貝
曾
に
於
て
、
ョ
、
ワ
ノ
ギ
ヅ
チ
の
暴
撚
に
よ
っ
て
セ
ル
ピ
ア
の

名
暴
は
雛
損
さ
れ
た
。
故
に
パ
シ
チ
氏
は
セ
ル
ピ
ァ
の
名
鑿
の
爲
に
發
言
す
る
虎
あ
る
べ
き
で
あ
る
↑
こ
主
張
し
た
。
叉

］
①
『
２
房
。
｝
〕
教
援
の
如
き
は
、
ヨ
ヴ
ノ
軍
ヅ
チ
今
ぞ
爽
図
奴
な
り
一
ご
痛
烈
に
非
雌
し
た
。
斯
く
て
逢
｝
Ｌ
四
月
二
十
五
日
、

急
進
ク
ラ
ブ
の
委
員
會
に
於
て
パ
シ
チ
は
其
の
口
舎
ぞ
開
き
、
ミ
ワ
ノ
ギ
ッ
チ
が
共
の
暴
露
に
於
て
述
べ
て
居
る
が
如
き

事
を
彼
は
常
時
閣
識
に
於
て
述
べ
た
兇
え
は
な
い
一
こ
韮
張
し
、
ョ
、
ワ
ノ
ギ
ッ
チ
を
熊
よ
り
放
逐
せ
ん
↓
ご
試
み
た
。
之
に

對
し
ヨ
ヴ
ノ
ギ
ッ
チ
は
、
啼
殺
計
謹
に
附
し
パ
シ
チ
が
閣
識
に
於
て
述
ぶ
る
鹿
が
あ
っ
た
一
こ
自
分
は
發
表
し
た
の
で
は

ｌ

な
い
、
私
的
會
談
に
於
て
薮
あ
っ
た
↓
ご
主
張
し
、
事
の
侭
相
を
確
め
る
爲
に
文
諜
及
び
誰
嫁
亭
ぞ
自
ら
提
出
し
た
い
、
但

し
そ
れ
に
は
首
相
、
外
相
が
董
任
を
黄
は
れ
た
い
こ
要
求
し
た
。
之
に
對
し
雨
相
は
、
よ
り
不
利
な
る
秘
密
の
暴
露
さ

L
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其
の
他
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
銅
が
大
戦
中
ペ
ル
グ
｜
フ
ー
ド
に
於
て
狸
得
し
た
二
千
除
の
文
書
、
或
は
一
九
一
七
年
六
月

Ｑ

の
「
サ
ロ
《
一
ヵ
裁
判
」
（
上
述
の
秘
密
結
耐
ブ
ラ
ッ
ク
・
ハ
ン
ド
の
折
押
肴
ヂ
ミ
ト
リ
ェ
ギ
ッ
チ
ぞ
銃
殺
に
虚
し
た
裁
判

で
、
表
面
の
理
由
は
、
彼
が
満
時
の
セ
ル
ピ
ャ
皇
備
岸
冒
８
筐
⑦
曽
己
閂
・
蹄
殺
の
計
荘
や
爲
し
た
に
あ
る
が
、
事
質

は
時
の
首
相
パ
シ
チ
が
此
の
勢
力
あ
る
政
治
上
の
反
對
将
を
除
き
去
る
鯛
で
あ
り
‐
且
つ
又
彼
の
剛
を
永
久
に
Ⅲ
ぢ
て

セ
ラ
ヱ
ブ
事
件
に
於
け
る
彼
の
暴
露
を
不
可
舵
な
ら
し
む
る
が
爲
で
も
あ
っ
た
。
）
の
記
録
な
る
言
Ｐ
言
Ｐ
国
２
国
目
画

○
弱
輿
三
碗
衿
ｇ
旨
や
厨
弓
①
、
弄
塁
習
官
ｇ
【
①
閏
こ
ぐ
Ｃ
岩
○
日
段
昌
匡
謡
屋
（
）
壼
詳
一
息
宮
ぬ
○
盲
一
三
〕
一
）
○
一
）
の
房
異
色
日
魯
ぐ
Ｏ
ｅ
①
己
昌
』
昌

閏
冒
○
冒
冒
２
局
①
召
．
ｍ
ｏ
盲
目
像
角
員
宅
自
耳
青
《
《
く
堅
弄
騨
野
巨
岩
〕
》
）
ご
畠
（
Ｐ
の
①
Ｑ
２
屍
の
く
旦
昌
ご
］
昌
曼
○
侭
画
ヨ
園
鼻
ご
貝

屍
囚
）
ｏ
民
具
雲
①
、
岸
巨
呉
雲
①
。
Ｃ
戸
鼻
冨
員
庁
昌
昌
○
弐
月
厨
鼻
的
己
Ｃ
己
ｇ
》
再
ｇ
ご
ｚ
ｇ
風
『
』
ご
冷
冒
鼻
吾
①
自
己
廷

Ｆ

冒
の
罠
留
一
○
貝
Ｏ
脚
扉
①
鵠
《
《
９
の
胃
静
目
色
』
》
》
ご
房
・
）
の
如
き
は
、
セ
ル
ピ
ァ
の
二
結
耽
の
革
命
的
活
動
か
明
示
す
る

も
の
で
あ
る
。
特
に
後
背
は
、
セ
ル
ピ
ア
政
府
に
不
利
な
ら
材
料
卒
放
る
多
く
有
し
て
居
る
爲
に
、
其
の
後
全
く
禁
雁

さ
れ
、
現
在
で
は
そ
の
鴬
し
を
御
る
事
す
ら
殆
ん
さ
不
可
能
・
こ
さ
れ
て
勝
る
。
併
し
大
城
原
閃
諭
蒋
に
よ
っ
て
大
い
に

ｐ

研
究
さ
れ
、
最
近
セ
ル
ピ
ァ
文
蒋
集
ぞ
自
ら
公
け
に
し
た
昏
睡
一
言
の
言
昌
胃
一
〕
の
如
き
は
、
数
々
の
重
些
な
る
論
文

を
發
表
し
た
の
で
あ
る
。
其
の
蒋
冒
の
宮
。
の
暗
烏
恕
さ
三
名
の
こ
匡
冒
》
ご
ｑ
，
園
昌
吻
．
ご
目
．
は
、
彼
の
研
究
の
綜
合

ｑ
●

斯
く
て
司
亀
教
擢
は
、
ヨ
ヴ
ノ

理
由
な
き
が
如
し
さ
結
論
し
て
居
る
。

ヨ
ヴ
ノ

一
こ
し
て
軍
要
で
あ
る
。

セ
ラ
ヱ
ヲ
那
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
盃
圧

ギ
ッ
チ
の
一
九
二
四
年
に
於
け
る
暴
露
の
正
確
性
を
疑
ふ
く
き
何
等
の
充
分
な
る

１
－
１
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I

論
し
て
居
る
。
ド
イ
ツ
の
史
家
は
勿
論
大
部
分
反
セ
ル
ピ
ァ
的
で
あ
る
が
、
目
⑦
国
名
吻
冒
品
①
【
ロ
且
島
①
陸
匡
昏
ぐ
①
‐

己
冒
需
．
犀
唇
昌
‐
序
一
貫
函
〕
］
の
壇
．
シ
扁
号
再
三
農
号
崗
の
巨
農
ぐ
２
．
国
Ｐ
冒
冨
員
．
］
褐
の
、
の
箸
を
有
す
る
餌
．

■

セ
ラ
ヱ
ヲ
訴
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
盃
任
五
八

以
上
述
べ
來
つ
た
諸
材
料
に
よ
っ
て
、
大
戦
の
直
接
原
因
た
る
セ
ラ
ヱ
プ
事
件
の
尻
胴
は
大
い
に
明
か
》
こ
さ
る
ゞ
に

○

至
っ
た
。
而
し
て
こ
れ
が
研
究
に
於
て
鮫
も
箪
要
な
る
貢
献
李
ぞ
鰯
し
た
の
は
、
ド
イ
ツ
に
於
け
る
大
戦
壷
任
諭
の
専
門

雑
誌
な
る
即
壗
言
角
旨
○
冒
罫
①
胃
で
あ
っ
て
、
此
の
問
題
に
關
係
し
た
セ
ル
ピ
ァ
語
に
よ
る
、
諸
發
表
或
は
新
聞

の
諸
論
説
の
重
要
な
る
も
の
は
多
く
同
誌
に
よ
っ
て
ド
イ
ツ
語
に
於
て
紹
介
さ
れ
、
學
者
の
研
究
を
助
け
る
事
妓
も
大

で
あ
っ
た
。
蜀
昌
教
授
の
蒋
は
、
其
の
脚
註
に
川
誌
所
載
の
多
数
の
紹
介
、
論
文
を
引
用
し
て
居
る
。
叉
ア
メ
リ
カ

の
９
口
①
貝
国
吻
ｇ
ｑ
も
此
の
鮎
Ｌ
於
て
貢
献
す
る
鰹
大
で
あ
っ
た
。
齋
藤
斐
章
敏
授
は
、
同
誌
所
載
の
論
文
を
利

用
し
て
箸
は
さ
れ
た
「
世
界
大
戦
の
黄
任
を
負
ふ
べ
き
は
果
し
て
ド
イ
ツ
剛
な
る
か
」
（
三
宅
岬
士
古
稀
記
念
祀
強
論

文
集
）
に
於
て
、
セ
ラ
ヱ
デ
問
題
に
於
け
る
セ
ル
ピ
ア
の
麦
任
を
論
じ
て
居
ら
れ
る
。
教
授
の
此
の
論
文
は
、
其
の

「
修
正
派
史
家
」
的
色
彩
を
有
し
た
鮎
．
Ｌ
於
て
耐
ド
イ
ツ
史
界
の
注
目
を
受
け
、
扉
同
旨
閏
旨
○
］
員
め
一
】
鼻
①
誌
は
其
の

一
九
三
○
年
四
月
號
に
、
目
⑦
恩
器
、
言
岸
包
『
烏
巨
岩
冨
昌
、
３
２
国
い
§
詩
角
冒
．
旨
○
国
①
霞
の
貢
冒
ご
鼻
①
、
聾
冒
‐

日
の
⑦
旨
の
め
舂
冒
国
の
厨
脚
日
犀
屑
胡
ｏ
冒
国
冒
需
．
と
題
し
て
、
該
論
文
を
紹
介
批
評
し
た
。
日
本
の
史
學
者
の
論
文
で

外
側
の
注
意
を
受
け
た
も
の
は
稀
で
あ
る
ご
恩
ふ
か
ら
、
此
腿
に
記
し
て
お
く
。
既
辿
の
解
８
口
‐
乏
鳥
○
旨
の
留
旦
‐

の
ぐ
。
、
が
セ
ル
ピ
ァ
群
謹
の
謀
で
あ
る
に
反
し
、
同
じ
く
イ
ギ
リ
ス
の
固
己
員
盲
目
蛾
の
目
冨
縣
且
①
ぐ
○
９
首
①
．

Ｆ
ｏ
且
○
目
．
］
隠
軌
．
は
、
セ
ル
ピ
ァ
の
壷
任
を
追
及
し
て
居
ゞ
。
。
局
昌
の
著
亦
、
セ
ル
ピ
ァ
の
責
任
を
最
も
學
者
的
仁
詳

１
１
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言
①
且
①
一
は
親
セ
ル
ピ
ア
史
家
』
こ
し
て
異
彩
を
放
っ
て
居
る
。
筒
ほ
妓
近
イ
タ
リ
ア
よ
り
出
た
「
』
．
冨
晶
『
目
》
国
冒
四
’

９
日
四
日
艀
且
①
ぐ
○
・
○
局
目
①
詞
①
名
○
冒
闇
冨
忌
号
冒
の
屋
①
『
国
因
員
○
胃
碑
．
冨
旨
ロ
○
．
ご
患
．
は
、
大
戦
の
直
因
全

。
■

令

彊
を
扱
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
セ
ラ
ヱ
プ
事
件
に
州
し
て
は
、
ド
イ
ツ
側
の
研
究
に
堆
い
て
セ
ル
ピ
ア
の
黄
任
を
論
じ

て
居
る
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
態
度
を
資
際
以
上
に
侵
略
的
に
述
べ
て
居
↓
ｏ
ｏ

最
近
公
刊
さ
れ
た
、
国
己
勗
罵
巨
の
『
〕
蟹
旦
の
君
。
》
豆
の
罵
晶
の
号
『
爵
『
自
旨
曇
。
『
三
ｏ
壽
昌
号
『
ぬ
の
『
冒
吻
号
９

両
⑦
垣
①
『
日
晶
脚
旨
烏
冒
シ
胃
二
目
ご
○
弓
ろ
踵
．
聾
昌
侭
昌
．
己
９
．
は
、
從
來
の
諸
史
料
、
文
献
を
綜
合
し
て
、
此
の
問

題
に
於
け
る
先
づ
決
定
的
な
る
意
見
を
示
す
も
の
↓
、
一
し
て
大
い
に
重
要
で
あ
る
。
勿
論
著
者
が
ド
イ
ツ
人
で
あ
る
以

上
、
セ
ル
ピ
ア
の
壷
任
を
追
及
す
る
》
肌
」
餘
の
急
な
る
鮎
も
あ
る
が
、
↓
ご
仁
角
永
く
暖
味
の
中
に
あ
っ
た
此
の
問
題
を
、

主
一
こ
し
て
本
若
に
よ
っ
て
以
下
紋
述
す
る
の
も
、
腿
ち
徒
事
で
は
な
い
↓
ご
信
ず
る
。
因
み
に
、
こ
れ
も
晶
近
ロ
シ
ア
よ

り
唯
物
史
観
的
見
地
に
立
つ
新
研
究
員
嗣
國
胃
一
宮
》
留
昌
胃
百
⑦
号
置
く
○
．
ｅ
①
Ｈ
冒
○
己
ぐ
○
自
留
且
①
弓
○
・

口
具
①
扇
月
言
目
的
臆
冒
。
⑦
豊
旨
三
①
号
同
静
斤
①
貝
①
一
○
三
ｍ
号
‐
い
⑦
Ｈ
巨
切
ｏ
言
冒
園
恩
亙
〕
昌
晶
ｇ
昌
昌
号
再
目
、
爵
呂
９
国
画
弄
騨
冒
‐

冒
言
穴
旨
号
門
扉
国
○
号
く
○
旨
】
①
Ｂ
ｌ
］
の
］
』
）
．
Ｆ
①
］
旨
噌
昌
．
］
つ
ぢ
・
が
出
、
世
界
大
戦
は
責
本
主
義
的
經
濟
帝
國
主

義
の
不
可
避
的
結
果
な
り
一
こ
の
主
張
の
下
に
論
じ
て
居
る
。

一
九
○
三
年
六
月
十
一
日
（
）
胃
９
９
ぐ
言
呂
家
の
セ
ル
ピ
ァ
閲
王
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
は
、
國
民
轆
侮
の
的
で
あ
っ
た

セ
ラ
ヱ
ヲ
ボ
件
に
對
寸
一
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
壷
圧

一
、
序
論

、

五
九

｣



I

上
述
の
國
王
暗
殺
一
し
亜
要
な
る
役
割
を
爲
し
を
一
人
物
、
一
は
若
き
参
謀
部
士
官
己
昌
的
昌
］
〕
・
目
旦
目
①
昌
厨
呂
他

は
自
ら
王
妃
の
二
兄
弟
を
射
殺
し
た
写
互
洩
、
層
烏
○
醒
厨
ｇ
中
尉
こ
そ
は
、
今
後
大
い
に
活
動
す
べ
き
人
物
で
あ
り
、

一
九
一
四
年
の
事
件
に
重
大
な
る
附
係
卒
有
す
る
に
至
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
新
内
閣
を
作
っ
た
急
進
蕪
の
出
現
も

亦
今
後
の
セ
ル
ビ
ャ
の
迩
命
に
重
要
な
る
意
義
を
持
っ
た
。
十
九
世
紀
の
六
、
七
十
年
代
Ｌ
多
数
の
セ
ル
ピ
ア
革
命
主

セ
ラ
ヱ
ヲ
事
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ァ
政
府
の
壷
任
六
○

王
妃
厚
潟
騨
｝
ご
共
に
宮
殿
に
於
て
塒
殺
さ
れ
、
属
自
侭
８
侭
①
量
冨
ｇ
家
の
ピ
ー
タ
ー
即
位
す
↓
。
に
至
っ
た
。

之
に
對
し
オ
ー
ス
ト
リ
ア
政
府
は
笠
日
《
笥
【
①
ｇ
号
号
言
庁
》
》
に
よ
り
、
セ
ル
ビ
ア
の
王
位
更
迭
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の

開
す
る
鰹
に
非
誕
伺
幽
こ
の
鋭
善
洲
係
を
依
然
欲
す
る
に
止
↓
Ｑ
ご
宣
せ
し
め
た
が
、
イ
ギ
リ
ス
は
其
の
迩
徳
的
見
地

よ
り
、
漸
く
一
九
○
六
年
に
至
っ
て
セ
ル
ピ
ァ
、
こ
の
外
交
開
係
↓
ぞ
復
活
し
た
。
ロ
シ
ア
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
柄
々
迦
れ

て
新
閲
王
今
ぞ
承
鮒
し
た
。
正
統
主
義
を
主
雌
し
、
革
命
的
事
愛
舎
笹
妓
も
脈
ふ
く
き
塊
露
胴
幽
の
み
が
進
ん
で
、
セ
ル
ピ

ァ
の
王
位
史
迭
を
承
認
し
た
の
は
、
勿
論
こ
れ
に
よ
っ
て
新
叫
王
の
好
恵
を
得
、
自
國
の
勢
力
を
亜
め
ん
が
潟
で
あ
っ

て
、
事
変
其
の
後
雨
幽
の
競
争
は
綴
い
た
の
で
あ
る
が
、
セ
ル
ビ
ァ
が
ロ
シ
ア
に
走
る
』
ご
云
卦
事
は
本
来
既
に
此
の
時

決
定
し
た
の
で
あ
る
。
何
一
こ
な
ら
ば
、
此
の
王
位
史
迭
は
そ
れ
自
ら
セ
ル
ピ
ァ
の
政
策
稗
換
を
意
味
し
て
居
た
。
先
の

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
王
が
ロ
シ
ア
に
よ
り
も
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
親
し
み
、
余
南
ス
ラ
ヴ
人
を
統
一
せ
ん
一
こ
す
る
亜
要
な
る

使
命
季
ぞ
怠
り
、
其
の
剛
力
今
や
弱
め
た
に
對
し
、
新
國
王
を
擁
し
た
一
恢
は
大
セ
ル
ピ
ァ
主
義
の
貸
行
を
期
せ
ん
一
こ
し

た
。
こ
れ
今
後
の
セ
ル
ピ
ァ
の
政
策
を
《
《
ｏ
③
、
２
毛
国
旦
胃
尼
①
房
吊
冒
品
一
》
》
の
傾
向
を
取
ら
し
む
べ
き
で
あ
つ

た
0

Ｉ

Ｌ

ｊ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

Ｂ

Ｉ
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義
者
か
ス
ヰ
ス
に
集
り
、
バ
ク
’
一
ン
、
ク
ロ
ボ
ト
キ
ン
等
の
思
想
を
奉
じ
た
。
一
八
八
三
年
の
↓
Ｋ
ラ
ン
國
王
に
對
す
る

腺
苛
の
胃
叛
逆
に
彼
等
は
寅
仕
を
有
し
て
居
る
Ｊ
併
し
ス
ヰ
ス
に
在
る
凡
工
の
行
年
セ
ル
ピ
ァ
人
が
斯
か
る
過
激
雌
命

主
義
を
奉
じ
た
識
で
は
な
い
。
ｚ
弄
○
冒
吻
房
吻
ｏ
言
、
ｇ
の
一
派
は
‐
漸
次
的
建
設
を
主
叛
し
、
イ
タ
リ
ア
の
脳
民
統

一
に
依
っ
て
、
セ
ル
ピ
ァ
を
し
て
「
バ
ル
カ
ン
の
ピ
ェ
モ
ン
」
た
ら
し
め
ん
一
こ
し
た
。
斯
く
て
，
一
八
八
一
年
ミ
ラ
ン

國
王
が
オ
ー
ス
ト
リ
て
こ
秘
密
親
交
條
約
を
結
ん
だ
其
の
昨
］
し
急
進
蕪
を
組
識
し
、
一
月
八
日
の
機
州
紙
齪
日
。
匡
冒
‐

画
冒
第
一
號
に
於
て
其
の
綱
恢
を
次
の
如
く
告
げ
た
。

吾
人
の
國
家
組
織
の
目
的
一
こ
し
て
吾
人
は
、
内
川
に
は
幽
民
の
安
寧
。
ご
自
川
、
外
的
に
は
幽
家
的
猫
立
一
ご
セ
ル
ピ

ァ
民
族
小
仙
の
部
分
の
統
一
を
思
惟
す
。
…
．
．
…
・
吾
人
の
幽
家
的
猫
立
の
維
持
一
一
｜
吾
人
の
對
外
的
使
命
の
充
足
の

鰯
に
、
需
人
の
國
民
亜
隊
の
形
成
↑
こ
武
装
の
細
維
一
Ｌ
殴
大
の
性
急
を
伽
ふ
べ
き
な
り
。
：
…
・
…
セ
ル
ピ
ァ
民
族
の

分
裂
し
Ⅱ
つ
解
放
さ
れ
ざ
る
部
分
を
文
化
的
に
援
助
し
、
遠
隔
の
皿
つ
外
幽
の
勢
力
下
に
あ
る
セ
ル
ビ
ァ
人
の
地

域
に
於
て
、
吾
人
の
閲
民
統
一
の
生
気
あ
る
意
識
を
喚
起
せ
し
む
く
し
。

此
の
急
進
蕪
の
首
恢
た
る
パ
シ
チ
は
、
其
の
後
永
い
Ⅲ
、
と
ラ
ン
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
雨
図
王
の
親
塊
政
紫
に
弧
い
反

對
を
表
明
し
來
つ
た
。
彼
に
↓
こ
っ
て
は
、
ロ
シ
ア
は
セ
ル
ビ
ァ
の
唯
一
の
希
望
で
あ
り
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
肢
大
の
敵

で
あ
っ
た
。
而
か
も
今
や
娠
隊
か
彼
及
び
共
の
蝋
祇
に
辿
を
開
き
、
ヂ
‘
ミ
ト
リ
ェ
ギ
ッ
チ
を
首
長
↑
こ
す
る
グ
ル
ー
プ
が

軍
隊
に
於
て
最
大
の
勢
力
を
得
た
。
重
要
な
る
官
吏
は
凡
て
急
進
蕪
に
脇
し
、
首
仙
パ
シ
チ
は
一
九
○
六
年
よ
ｈ
首
相

－
ご
成
る
に
至
っ
た
。
此
の
附
勢
″
を
結
ぶ
‐
も
の
は
勿
論
大
セ
ル
ピ
ァ
主
我
で
あ
る
が
‘
ヂ
、
Ｋ
ト
リ
ェ
ャ
ッ
チ
の
一
派
が

セ
ラ
ヱ
ヲ
本
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
壷
任
六
一

１
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上
述
の
如
く
一
九
○
三
年
の
王
位
更
迭
に
よ
っ
て
、
セ
ル
ピ
ア
の
親
蕗
反
塊
な
↓
。
政
策
稗
換
は
決
定
さ
れ
た
の
で
あ

る
が
、
筒
ほ
二
個
の
事
情
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
こ
直
ち
に
箏
ふ
を
不
可
能
な
ら
し
め
た
。
第
一
に
、
ス
ラ
ヴ
民
族
の
地

域
の
若
干
が
筒
ほ
ト
ル
コ
の
支
配
下
に
あ
り
、
此
の
問
題
を
解
決
す
る
が
先
づ
得
策
で
あ
っ
た
。
第
二
に
、
常
時
ロ
シ

ア
は
極
東
政
策
に
熱
中
し
，
セ
ル
ピ
ァ
暇
猫
で
は
オ
ー
ス
ト
リ
ア
仁
對
し
て
何
事
を
も
爲
し
得
な
か
っ
た
。

然
る
に
、
日
撚
戦
役
の
結
果
ロ
シ
ア
が
極
東
侵
略
の
道
ぞ
阻
止
さ
れ
て
、
秤
ぴ
バ
ル
カ
ン
進
出
に
立
歸
つ
た
事
は
、

セ
ル
ピ
ァ
に
さ
っ
て
顔
る
有
利
で
あ
っ
た
。
斯
く
て
日
朧
戦
役
の
國
際
史
的
意
莪
は
悪
人
と
し
て
大
い
に
考
察
に
値
す

る
。
一
九
○
六
年
に
イ
ギ
リ
ス
－
こ
の
外
交
關
係
も
正
式
に
復
し
、
セ
ル
ピ
ァ
の
對
協
商
國
州
係
は
大
い
に
良
好
ゞ
こ
な
っ

た
。
此
の
事
は
、
大
セ
ル
ピ
ァ
主
義
の
渇
望
の
的
た
る
ポ
ス
ニ
ァ
、
ヘ
ル
チ
ニ
季
コ
ギ
ナ
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
、
ペ
ル
リ

ン
禽
議
以
來
の
占
有
の
形
式
を
一
九
○
八
年
併
合
の
形
に
愛
じ
、
所
謂
ボ
ス
’
一
ァ
外
交
問
題
を
惹
起
し
た
時
戸
↑
明
か
と

な
っ
た
。
即
ち
、
此
の
問
題
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ァ
の
抗
議
一
し
附
し
、
ロ
シ
ア
は
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
を
味
方
一
こ
し
て

セ
ラ
ヱ
ヲ
蒋
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
斑
任
六
二

非
法
的
器
〃
行
爲
を
好
む
に
反
し
、
急
進
蕪
は
比
較
的
拙
他
な
一
ｏ
蓮
動
を
取
っ
た
。
南
派
が
樅
″
を
望
む
や
、
外
的
に

は
セ
ル
ピ
ャ
閲
家
の
爲
に
、
内
的
に
は
自
ら
の
偏
に
で
あ
っ
た
。
前
者
は
雨
勢
力
の
協
同
的
行
動
に
、
後
者
は
激
し
い

敵
對
に
向
は
し
む
べ
き
で
あ
っ
た
。
此
の
雨
勢
力
の
開
係
こ
そ
今
後
の
セ
ル
ピ
ァ
の
歴
史
に
最
も
重
要
な
る
意
義
を
有

す
る
も
の
で
あ
る
。

二
、
大
セ
ル
ビ
ア
運
動
（
セ
ラ
ヱ
デ
事
件
の
前
提
）
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之
を
援
助
し
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
ド
イ
ツ
に
對
抗
し
た
の
で
あ
る
。
然
し
常
時
三
國
協
商
は
尚
ほ
充
分
一
Ｌ
弧
固
で
な
く
、

殊
に
ロ
シ
ア
が
日
本
よ
り
受
け
た
戦
敗
の
傷
禾
だ
癒
え
ず
、
到
底
オ
ー
ス
ト
リ
ア
｜
ご
戦
ふ
軍
刀
を
有
し
な
か
っ
た
の

で
、
セ
ル
ピ
ア
も
遂
に
屈
す
る
の
止
む
な
き
に
至
り
、
一
九
○
九
年
三
月
三
十
一
日
次
の
竪
明
を
發
し
た
。

セ
ル
ピ
ア
は
‐
ポ
ス
ニ
ァ
、
ヘ
ル
ェ
チ
季
コ
ギ
ナ
に
於
て
作
ら
れ
し
事
賀
か
其
の
椛
利
に
鰯
る
ゞ
事
な
く
、
從
っ
て

列
弧
が
ベ
ル
リ
ン
會
議
第
二
十
五
條
に
鮒
し
て
鯛
せ
し
決
定
に
從
ふ
く
含
事
を
承
認
す
。
列
蝿
の
忠
告
に
從
ひ
、

セ
ル
ピ
ァ
は
、
併
合
一
Ｌ
附
し
前
年
秋
よ
り
取
り
し
抗
議
こ
反
對
の
態
度
を
今
後
放
棄
し
、
更
に
將
來
オ
ー
ス
ト
リ

ア
ざ
親
善
關
係
の
立
場
に
生
き
ん
が
爲
に
、
同
國
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ャ
の
現
在
の
政
策
の
方
向
を
愛
ず
べ
き
義
務

斯
く
て
オ
ー
ス
ト
リ
ア
一
こ
し
て
は
、
セ
ル
ピ
ア
の
反
填
政
策
の
放
棄
一
こ
云
ふ
事
に
一
個
の
法
的
要
求
を
有
す
る
も
の

で
、
事
賞
一
九
一
四
年
の
最
後
辿
牒
の
一
部
分
の
根
蝦
さ
し
て
、
上
述
の
セ
ル
ピ
ァ
の
聾
明
を
利
川
し
た
の
で
あ
る
。

然
し
な
が
ら
セ
ル
ピ
ァ
は
決
し
て
一
九
○
九
年
の
醗
明
を
蜜
行
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
殊
に
ロ
、
ン
ア
の
援
助
は
徐
々

セ
ル
ピ
ァ
を
し
て
反
塊
的
な
ら
し
め
た
。
朧
都
に
派
迩
さ
れ
た
セ
ル
ピ
ァ
の
特
使
門
Ｃ
唖
。
冒
胃
唖
号
は
一
九
○
九
年
三

月
十
九
日
國
會
議
長
Ｑ
〕
Ｃ
旦
鼻
ｏ
君
『
こ
の
會
談
に
附
し
て
次
の
如
く
本
則
に
報
告
し
た
。
「
若
し
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
セ

ル
ピ
ャ
を
攻
蝦
す
る
場
合
ロ
シ
ヤ
は
如
何
な
る
態
度
を
取
る
や
一
こ
の
礎
間
に
對
し
、
議
長
は
答
へ
て
、
現
在
吾
人
が
戦

を
婦
し
得
ざ
る
事
を
全
世
界
に
表
明
せ
し
事
は
、
こ
れ
曾
て
如
何
な
る
凹
家
も
爲
せ
し
こ
↑
こ
無
き
躯
を
吾
人
は
偽
せ
る

な
り
、
現
在
吾
人
は
之
に
干
渉
し
得
ざ
れ
き
も
‘
セ
ル
ピ
ァ
に
對
す
ら
凡
ゆ
る
雁
制
を
吾
人
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
火
災
の

を
有
す
る
も
の
な
り
。

セ
ラ
ヱ
ヲ
訴
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
壷
任
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セ
ラ
ヱ
ヲ
乖
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
茂
柾
六
四

附
始
、
｜
認
む
く
し
。
若
し
吾
人
に
し
て
と
に
干
渉
し
得
る
仁
至
ら
ば
、
斯
か
る
火
災
は
將
來
一
‐
」
燃
え
上
。
く
し
。
」
斯

か
る
議
長
の
意
見
は
決
し
て
彼
一
人
の
個
人
的
意
兄
Ｌ
止
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

斯
く
て
セ
ル
ピ
ァ
に
於
て
は
、
ロ
シ
ア
の
軍
術
充
分
↓
ご
な
る
時
‘
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
挑
發
し
て
戦
争
ぜ
挑
む
べ
き
で
あ

る
。
ロ
シ
ア
は
全
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
恥
霧
を
間
し
て
も
セ
ル
ピ
ァ
を
助
く
一
ｂ
に
至
ら
ん
と
考
へ
た
。
斯
く
て
其
後
大
セ
ル

ピ
ァ
主
義
廠
現
の
燭
の
努
力
は
凡
ゆ
る
形
に
於
て
止
む
こ
一
こ
は
無
か
っ
た
。
其
の
述
勤
は
次
節
に
弧
烈
さ
成
り
、
目
的

の
鯛
に
は
手
段
を
選
ば
ざ
る
有
様
》
こ
成
っ
た
。
さ
れ
ば
セ
ラ
ヱ
ブ
堺
件
は
、
決
し
て
特
殊
蹴
獅
な
る
も
の
で
無
く
、
斯

か
る
連
細
的
述
動
の
絶
碩
鮎
李
ぞ
形
作
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
大
セ
ル
ピ
ア
通
勤
に
脚
し
て
は
豊
満
な
る
文
献
か
存
す
る

が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
立
場
を
主
張
す
る
も
の
に
、
】
Ｌ
・
言
自
己
》
言
冒
『
①
ご
〕
‐
ロ
ー
雷
ヨ
ニ
己
艀
呂
冒
．
君
国
）
．
ご
ご
．

Ｄ
Ｃ

］
合
．
ご
目
の
〔
昌
昌
己
（
弓
旨
託
）
》
三
①
農
罵
言
『
胃
冨
国
侭
①
昌
昼
（
百
二
号
胃
］
侭
．
君
国
〕
．
］
④
昂
．
国
．
］
勺
昌
＆
）
昌
侭
》

ご
爵
罵
言
芹
Ｈ
号
酌
冒
胃
昌
言
昌
扇
．
『
・
反
塊
的
立
場
》
婚
代
表
す
る
も
の
に
、
罠
。
冨
儲
胃
募
）
ロ
胃
』
四
目
〕
⑦
『
・

国
○
の
｝
】
ぐ
①
目
鼻
め
官
Ｃ
い
①
胡
昌
昌
昌
①
戸
冒
〕
①
〆
一
○
冒
ぐ
ｇ
）
胃
き
め
ヨ
の
］
］
自
己
国
⑦
国
⑦
四
○
二
．
言
Ｐ
こ
つ
の
、
戸
．
三
戸
の
⑦
８
】
〕
‐
夛
罫
釘
○
三
．

Ｇ

目
①
農
烏
百
三
ｍ
の
言
穿
侭
の
冒
国
号
、
盲
信
の
Ｈ
局
の
己
］
⑦
．
］
習
い
．
Ｓ
『
○
鵠
①
弓
胃
爵
国
Ｑ
，
閏
冒
目
．
］
・
ぬ
．
釣
）
・
術
ほ

最
近
、
一
九
一
九
年
ド
ォ
‐
シ
識
會
に
於
て
成
立
し
其
の
機
活
動
を
縦
緬
し
て
居
る
大
城
訓
査
委
負
會
（
９
月
『
狗
巨
の
冒
一
〕
‐

鴨
呂
鵠
の
盲
腸
角
角
く
⑦
島
岳
釦
昌
侭
將
胃
二
号
ロ
ロ
⑦
昌
唖
の
言
一
］
Ｚ
目
ご
〕
声
［
く
①
房
冒
】
旨
旨
一
頃
昌
昼
号
吻
己
①
日
め
の
言
己
”
風
の
言
‐

言
需
的
）
の
龍
一
部
（
大
戦
前
史
参
ぞ
取
扱
戸
ご
弟
十
巻
一
、
）
し
て
、
次
の
如
き
頂
要
な
る
著
が
公
け
に
さ
れ
た
。
詞
Ｃ
ｏ
ｏ
、
叩
》

ご
厨
房
房
『
『
①
亘
詩
の
一
〕
‐
ぬ
⑦
『
一
房
の
言
夛
．
○
ご
盲
目
宮
め
い
員
【
『
言
⑦
唄
臼
一
農
一
日
こ
い
（
）
異
国
『
⑦
ご
］
‐
ご
三
唱
司
易
目
艀
号
冨
〕
》
圏
．

ｂ

①

’



］
昌
己
屋
》
・
昌
己
国
．
君
ｇ
号
一
》
貝
。
冒
弓
号
二
侭
角
巨
己
巳
①
餌
己
苦
言
①
『
弓
畠
の
．
園
①
【
旨
．
ろ
ざ
．
急
の
己
堅
の
方
は

最
近
の
文
献
ぞ
利
用
し
て
居
ら
な
い
奮
著
で
、
重
要
で
は
な
い
が
、
鹸
初
の
。
○
○
鵠
の
議
論
は
、
全
史
料
を
渉
猟

し
、
政
治
的
、
歴
史
的
、
法
律
的
に
問
題
を
取
扱
へ
る
も
の
で
、
頗
る
重
要
な
る
著
で
あ
る
。
著
樹
は
一
九
一
九
年
の

オ
ー
ス
ト
リ
ア
赤
書
の
綿
纂
者
こ
し
て
有
名
で
、
ド
イ
ツ
に
於
け
る
カ
ゥ
ッ
キ
ィ
↑
こ
同
じ
使
命
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
て

Ｔ

果
し
た
人
で
あ
る
。
因
み
に
此
の
課
は
妓
近
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
文
書
集
細
脅
の
一
人
な
る
弓
．
里
目
①
獄
に
よ
っ
て
批

判
紹
介
さ
れ
た
（
閏
、
目
胃
言
圃
⑦
爵
の
ご
津
．
園
具
］
堂
．
ご

大
セ
ル
ピ
ァ
運
動
の
魔
行
に
常
つ
た
の
は
、
二
個
の
結
吐
で
あ
っ
て
、
北
お
活
動
を
自
由
な
ら
し
め
、
Ⅱ
つ
紛
争
の

際
黄
任
を
セ
ル
ピ
ァ
政
府
に
及
ば
さ
な
い
が
偏
に
、
結
就
典
を
官
職
に
就
か
し
め
ず
、
何
蝿
迄
も
私
的
結
祉
の
假
面
を

被
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。
斯
く
て
先
づ
、
此
の
二
綣
祗
の
内
容
解
剖
が
重
要
一
こ
成
る
。

署
員
且
口
騨
ｃ
号
冨
口
騨
（
國
防
）
，
岐
も
大
で
度
く
知
ら
れ
た
セ
ル
ピ
ァ
の
結
祗
は
上
記
山
も
の
で
あ
る
。
而

し
て
一
九
一
四
年
七
月
末
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
列
泌
に
提
出
し
た
セ
ラ
エ
プ
事
件
調
査
の
結
果
な
る
《
皇
。
膿
胃
》
》
に
於

て
は
、
暇
に
此
の
結
耽
の
み
に
董
任
を
蹄
し
、
よ
り
重
大
な
る
後
述
の
第
二
の
結
牡
に
及
ば
な
か
っ
た
の
は
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
ざ
し
て
拙
劣
で
あ
っ
た
｝
こ
さ
れ
る
。

一
九
○
八
年
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
ポ
、
へ
咽
州
の
併
合
を
宣
言
し
た
Ｈ
、
セ
ル
ピ
ア
外
州
旨
旨
一
国
ロ
○
ご
厨
呂
は
閣
惟

及
び
諸
名
士
を
集
め
、
セ
ル
ピ
ァ
の
取
る
べ
き
行
肋
を
識
し
た
が
‘
『
、
｜
に
角
ベ
ル
グ
｜
フ
ー
ド
市
長
が
狸
日
術
代
表
荷
を

召
集
す
る
こ
さ
に
決
し
た
。
而
し
て
翌
日
の
會
識
中
に
於
て
此
の
「
阿
防
」
協
曾
が
成
立
し
た
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト

セ
ラ
ヱ
ヲ
訴
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
査
圧’
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、

・
セ
ラ
ヱ
ヲ
姉
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
壷
任
六
六

リ
ァ
に
對
す
る
悩
激
は
、
既
に
述
べ
た
雨
勢
力
を
協
同
せ
し
め
、
急
推
黛
の
諸
名
士
の
み
な
ら
ず
、
ヂ
、
ヒ
ト
リ
エ
ギ
ッ

チ
、
タ
ン
コ
シ
ッ
チ
等
の
軍
部
有
力
粁
を
包
含
し
た
。
一
九
一
四
年
》
卜
、
房
の
一
〕
号
昌
ｏ
昌
厨
ｇ
が
オ
ー
ス
ト
リ
ア
皇
側

婚
殺
一
Ｌ
川
發
す
ら
肛
削
迄
雁
は
れ
て
居
た
政
府
印
刷
局
の
長
官
な
る
脾
己
畠
の
言
ｍ
ｇ
及
び
旨
．
犀
旨
胃
｝
］
①
導
厨
島

も
會
典
で
あ
っ
た
。
後
考
は
、
｜
賠
殺
事
件
の
日
セ
ラ
ェ
プ
よ
り
、
．
一
匹
の
馬
（
填
皇
儲
及
び
妃
を
指
す
）
を
巧
く
片

附
け
た
」
》
こ
の
他
報
ぞ
受
取
っ
た
一
ご
云
は
る
ゞ
人
物
で
、
彼
の
弟
野
の
§
員
は
ク
ロ
ァ
シ
ア
の
談
曾
に
於
け
る
蚊
も

反
地
的
な
ゐ
一
人
で
あ
っ
た
。
以
て
「
剛
防
」
の
如
何
に
反
塊
的
傾
向
を
本
來
有
し
て
居
た
か
ぞ
知
り
得
る
。

「
國
防
」
の
最
初
の
目
的
は
、
現
在
の
ボ
ス
’
一
ァ
問
題
に
附
し
直
接
オ
ー
ス
ト
リ
ア
｝
ご
戦
は
ん
一
こ
す
る
に
あ
り
、
義

務
兵
を
募
集
、
訓
練
し
、
大
い
に
戦
備
を
盤
へ
た
の
で
あ
っ
た
。
然
る
に
既
述
の
如
く
、
此
の
問
題
は
セ
ル
ビ
ア
の
屈

服
一
Ｌ
終
り
学
ぞ
告
げ
た
の
で
、
本
来
悶
津
旦
芽
①
風
］
〕
で
あ
っ
た
一
‐
閲
防
」
も
其
の
形
》
ぞ
所
謂
文
化
協
會
に
鍵
じ
た
。
併

し
こ
れ
は
鑓
に
表
Ⅲ
的
、
形
式
的
仙
事
一
‐
』
過
ぎ
な
い
の
で
、
親
セ
ル
ビ
ア
的
諸
家
が
此
の
鐡
化
を
以
て
「
國
防
」
協
會

を
無
害
な
る
も
の
↑
こ
主
張
す
る
は
、
常
ら
ざ
る
の
甚
だ
し
き
も
の
で
あ
る
。

同
協
曾
の
中
央
委
負
會
は
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
に
在
っ
て
，
主
蝶
な
ら
町
々
に
存
す
る
地
方
委
員
會
〃
朧
督
し
、
地
方
委

興
會
山
下
に
は
匠
局
秀
員
街
有
り
、
股
も
下
に
、
委
典
櫛
の
設
世
》
ど
要
せ
な
い
地
方
に
機
密
員
が
存
し
た
。
同
協
會
の

使
命
に
附
し
て
は
，
一
九
二
年
中
央
委
其
會
よ
ｈ
出
し
た
小
冊
子
Ｚ
目
＆
ｇ
ｏ
号
国
冒
目
圃
烏
昌
①
鱒
『
＆
曾
品

○
号
。
旨
Ｚ
員
。
号
①
○
号
国
ご
の
が
明
示
し
て
居
る
。
之
に
よ
れ
ば
、
剛
民
的
意
識
小
促
進
、
肉
髄
の
訓
練
、
維
濟
上

健
康
上
の
幸
流
、
文
化
の
向
上
、
農
民
、
主
婦
、
読
書
、
耐
交
の
諸
協
癖
の
建
設
及
び
其
れ
等
に
於
け
る
誰
波
を
計
謹

1

○

ノ



し
、
こ
れ
凡
て
武
器
を
以
て
立
つ
城
の
準
備
手
段
た
↓
。
に
過
ぎ
ず
．
セ
ル
ビ
ァ
が
準
備
な
く
し
て
再
び
製
は
れ
ざ
ら
ん

が
爲
一
こ
さ
れ
た
。
ぎ
ぎ
一
○
頤
會
を
最
大
一
こ
す
る
多
数
の
既
設
総
育
協
禽
或
は
射
曜
，
乘
馬
協
會
↓
ぞ
自
己
の
勢
力
下
に
置

い
て
、
「
國
防
」
の
從
脇
機
開
た
ら
し
め
た
。
セ
ル
ビ
ア
の
砿
隊
は
暇
に
六
筒
月
耐
へ
る
に
過
ぎ
な
い
故
之
を
完
全
に

す
べ
し
一
こ
さ
れ
た
。
以
上
の
如
き
は
未
だ
自
術
手
段
の
域
浄
越
え
て
は
居
な
い
の
で
あ
る
が
、
大
な
る
準
備
は
「
北
方

よ
ｈ
來
り
、
古
ト
ル
コ
よ
り
更
に
恐
る
べ
く
危
嶮
多
き
新
ト
ル
コ
（
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
暗
示
す
）
」
に
對
す
る
も
の
で

あ
る
一
こ
し
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を
以
て
セ
ル
ビ
ァ
の
最
大
の
敵
毒
ご
認
め
、
ボ
ス
’
一
ァ
の
独
得
を
其
の
目
的
↓
ご
公
言
す
る
に

至
っ
て
は
、
其
の
如
何
に
挑
戦
的
な
る
か
を
知
り
得
る
。

「
剛
防
」
は
共
の
重
要
な
る
仕
事
を
爲
す
に
際
し
、
・
秘
辮
潜
行
的
方
法
に
よ
っ
た
。
之
を
明
示
す
る
も
の
は
、
一
九

一
四
年
十
一
月
の
暗
殺
犯
人
及
び
脈
離
満
の
セ
ラ
ヱ
ブ
に
於
け
る
正
式
裁
判
の
速
記
録
の
ド
イ
ツ
課
な
る
国
］
胃
○
ｍ
》

己
角
卑
。
侭
①
協
需
鴨
冒
島
①
臂
厭
二
曼
閏
く
○
冒
留
且
①
一
く
○
．
屏
忌
。
．
ご
扇
．
（
筆
考
幸
ひ
に
之
を
所
有
し
て
居
る
が
挫
大

の
興
味
を
呼
ぶ
番
で
あ
る
）
及
び
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
《
一
号
協
胃
ご
で
あ
る
。
《
《
号
幽
の
『
ど
の
作
者
な
る
急
一
の
吻
己
閂

は
、
大
戦
中
ペ
ル
ク
ラ
ー
ド
の
中
央
委
負
會
よ
り
狸
得
さ
れ
↑
●
↑
秘
栴
材
料
を
利
用
し
て
、
目
⑦
の
。
一
旦
Ｑ
号
獄
唖
の
号
胃
‐

胃
ロ
閃
①
四
①
目
長
色
臼
言
①
『
旨
。
冒
逗
〕
①
胃
．
ど
〕
【
．
＄
腸
）
◆
や
薪
は
し
た
。

大
セ
ル
ビ
ア
主
義
の
渇
望
の
的
が
ボ
、
へ
雨
州
な
る
以
上
、
此
の
地
力
に
該
主
義
を
鼓
吹
し
，
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
統

治
に
反
對
を
喚
起
せ
し
め
、
更
に
戦
時
の
準
備
を
盤
ふ
く
き
で
あ
っ
た
。

先
づ
擾
飢
の
發
雌
地
を
作
り
、
其
の
蓮
動
が
全
然
ポ
、
へ
人
民
の
自
發
的
行
動
た
る
か
の
如
く
見
せ
ん
一
こ
し
た
。
之

セ
ラ
ヱ
ヲ
ボ
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
壷
任

I
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セ
ラ
ヱ
ヲ
事
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
盃
任
六
八

が
煽
動
に
は
「
剛
防
」
は
顔
ら
愼
垂
な
る
行
動
に
出
で
、
諸
委
旦
脅
及
び
機
栫
此
を
以
て
ス
パ
イ
の
網
一
ぞ
作
り
、
セ
ル

ビ
ァ
よ
り
図
境
を
越
え
て
ボ
ス
ニ
ァ
児
皿
傅
文
、
武
器
‘
陰
謀
家
》
や
迭
一
Ｃ
側
の
「
ト
ン
ネ
ル
」
た
ら
し
め
た
。
諸
侭

育
、
教
育
、
禁
州
赤
協
も
之
に
閥
典
し
た
。
セ
ル
ビ
ァ
の
幽
蝿
警
備
大
尉
屍
・
罠
○
号
ｇ
言
言
の
｝
〕
が
目
．
旨
画
師
州
長
に

宛
て
た
報
告
は
、
彼
の
日
記
や
記
録
と
共
に
、
大
戦
の
始
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
軍
に
よ
っ
て
雄
得
さ
れ
、
此
の
「
ト
ン
ネ

と
の
内
容
ぞ
明
亦
す
る
も
の
｝
こ
さ
れ
て
居
る
。
共
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
彼
は
セ
ル
ビ
ァ
軍
相
の
命
令
に
從
っ
て
「
機

密
員
」
の
網
を
作
上
げ
る
に
粂
力
を
注
ぎ
，
「
機
密
典
」
の
活
動
は
表
伽
上
教
育
、
禁
油
會
（
弓
○
胃
呉
冒
島
○
）
を
炭

も
る
に
あ
り
一
こ
し
た
、
こ
れ
ス
パ
イ
、
密
輸
．
陰
謀
の
簡
隙
の
仕
事
一
ぞ
巧
み
に
穫
ひ
臓
す
手
壁
こ
さ
れ
た
。
一
九
一
五

年
十
一
月
よ
り
一
九
一
六
年
三
月
に
亘
る
国
］
曽
言
宮
裁
判
に
よ
れ
ば
、
彼
ト
ド
ロ
キ
ッ
チ
唯
一
人
で
、
。
《
犀
○
ｍ
且
①
‐

国
一
》
《
の
○
戸
○
ご
》
↑
急
Ｃ
宮
島
日
軸
弓
○
二
等
の
協
會
に
指
導
的
地
位
を
称
し
た
四
十
五
人
の
ボ
ス
ニ
ア
人
一
ご
連
絡
が
取
ら
れ
て

居
た
ご
云
ふ
。
以
て
、
「
剛
防
」
が
所
洲
文
化
的
事
業
の
假
伽
の
下
に
ポ
ス
ニ
ア
の
政
治
的
煽
動
を
篤
す
に
、
如
何
に

行
胴
い
て
居
た
か
を
知
る
。
「
幽
防
」
の
有
力
肴
逹
は
ポ
ス
ニ
ァ
を
巡
遊
し
て
、
《
《
乏
揖
ぐ
。
巨
乏
酋
是
閏
口
呂
国
學

四
且
①
』
》
｝
の
宣
傳
を
盛
ん
に
爲
し
、
セ
ル
ビ
ァ
印
刷
局
長
ダ
ン
ッ
チ
の
如
含
は
ボ
ス
ニ
ァ
に
於
て
，
協
同
の
敵
に
對
し

て
全
セ
ル
ビ
ァ
人
を
統
一
す
べ
く
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
こ
そ
共
の
敵
で
あ
る
一
ご
叫
ん
だ
の
で
あ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
甑

土
其
の
も
の
に
於
て
斯
か
る
淡
説
↑
超
鯛
す
、
二
は
賞
に
従
は
だ
し
い
事
。
ご
云
・
《
べ
き
で
あ
る
。
一
般
人
民
の
煽
動
よ
り
も

更
に
重
要
な
の
は
、
將
來
の
闘
士
の
養
成
で
あ
っ
て
、
之
か
蝿
に
は
セ
ラ
ヱ
プ
、
、
旨
烏
其
他
の
高
等
學
校
は
全
く
陰

謀
家
の
災
の
如
く
に
な
っ
た
。
セ
ル
ビ
ァ
よ
り
盛
ん
に
革
命
的
文
献
が
密
輸
さ
れ
、
特
に
ロ
シ
ア
革
命
家
の
書
は
、
ポ



交
附
を
求
め
た
。
公
使
は
セ
ル
ビ
ァ
外
相
に
報
告
し
て
、
セ
ル
ビ
ァ
政
府
は
爆
裂
岬
を
腱
理
し
得
な
い
が
、
「
剛
防
」

が
之
を
所
右
せ
る
故
．
之
に
依
瓶
さ
れ
た
き
旨
を
自
分
は
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
首
机
に
述
べ
た
↑
こ
語
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。

セ
ラ
ヱ
ヲ
本
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
査
任
六
九

ス
ニ
ァ
青
年
に
大
い
に
愛
談
さ
れ
た
。

要
す
る
に
「
國
防
」
は
、
其
の
所
調
文
化
目
的
を
公
然
一
こ
通
行
し
な
が
ら
、
其
の
裏
面
に
於
て
全
然
秘
密
的
一
し
、
ポ

ス
ニ
ァ
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
對
す
る
革
命
の
發
岐
を
助
け
た
の
で
あ
る
。
凡
て
は
文
書
に
依
ら
ず
し
て
行
動
さ
れ
、
必

要
の
時
の
み
一
階
號
を
使
用
し
、
何
等
差
支
へ
な
い
事
の
み
が
普
辿
の
郵
便
で
通
信
さ
れ
た
フ
書
簡
、
書
燕
、
武
器
、
爆

發
物
の
如
き
は
、
全
然
手
か
ら
手
の
秘
符
傳
迷
に
依
っ
た
。
斯
か
る
セ
ル
ビ
Ｚ
こ
ボ
ス
ニ
ァ
の
秘
密
交
辿
は
、
國
塊
官

吏
の
承
認
無
く
て
は
利
府
不
叫
能
で
ゐ
一
ｏ
・
否
‘
眼
な
る
獣
認
以
上
の
も
の
が
あ
り
、
セ
ル
ビ
ァ
の
単
相
は
「
國
防
」

↓
ご
相
結
び
、
「
ト
ン
ネ
ル
」
を
通
じ
て
、
ボ
ス
’
一
ア
よ
り
常
に
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
に
報
告
が
送
ら
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。

「
剛
防
」
に
箙
は
れ
た
ボ
ス
’
一
ァ
の
密
輸
村
の
幽
境
通
過
に
は
、
セ
ル
ビ
ァ
の
税
州
吏
が
之
を
援
助
す
る
こ
一
こ
大
で
あ

っ
た
。
若
し
彼
等
に
し
て
之
を
諾
せ
ざ
る
場
合
は
、
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
の
本
省
か
ら
之
を
命
令
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
例
へ

ば
胃
言
冨
冒
に
於
け
る
「
國
防
‐
一
委
興
長
が
一
九
一
二
年
秋
、
戸
芦
目
の
税
閥
吏
が
「
剛
防
」
の
仕
事
を
援
助
し
な

い
事
一
‐
」
對
し
、
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
に
苦
悩
を
叩
込
ん
だ
時
、
軍
州
は
問
題
所
脚
の
蔵
相
に
、
該
税
開
吏
を
し
て
「
國
防
」

會
長
さ
協
同
し
此
の
仕
事
を
助
け
し
む
べ
き
事
を
要
求
し
、
藏
杣
は
之
に
應
じ
た
の
で
あ
る
。
・

セ
ル
ビ
ァ
政
府
が
「
剛
防
」
の
秘
密
栖
動
を
如
何
に
知
悉
し
て
居
た
か
↑
こ
云
ふ
事
は
次
の
二
例
に
よ
っ
て
明
か
で
あ

る
。
第
一
例
は
ボ
ス
’
一
ァ
併
合
事
件
の
時
に
棚
ら
が
，
其
の
時
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
は
セ
ル
ビ
ァ
公
使
を
迦
じ
て
爆
裂
弾
の

■

■
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ｌ

Ｉ



I

ブ
ラ
ッ
ク
・
ハ
ン
ド

ヨ
①
ａ
且
①
且
①
罠
、
目
鼻
（
統
一
か
死
、
邇
穗
「
黒
手
組
」
）

既
述
の
「
剛
防
」
協
會
は
、
ポ
、
へ
順
州
の
革
命
助
長
に
潜
行
的
努
力
を
爲
し
た
も
の
で
あ
る
が
‐
更
一
と
歩
進
ん

で
過
激
な
る
賀
行
手
段
に
移
↓
。
仕
事
は
、
他
の
則
鰡
に
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
即
ち
、
よ
り
重
大
な
る
意
義
を
有

す
る
、
通
縦
型
羊
鼬
と
云
は
れ
た
秘
衞
結
祇
で
あ
る
。
一
九
○
八
’
’
九
二
年
ば
圃
陸
の
時
期
で
あ
っ

て
．
一
九
二
’
一
九
一
四
年
は
「
黒
手
組
」
の
活
動
期
と
見
ら
れ
る
。

セ
ル
ピ
ァ
政
府
今
で
形
作
っ
て
居
る
急
進
派
ゞ
こ
、
過
激
主
義
の
軍
人
派
一
こ
の
軋
櫟
は
一
九
二
年
迄
に
漸
次
現
は
れ
、

遜
は
ん
が
爲
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

国
①
ａ
且
①
且
①
昌
普
貝
寸

既
述
の
「
剛
防
」
協
曾
は
、
ポ
、

セ
ラ
ヱ
ヲ
訴
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
董
圧
七
○

第
一
．
一
例
は
第
一
。
ハ
ル
ヵ
ン
職
役
の
時
で
、
ボ
ス
’
一
ァ
の
「
叫
防
」
會
伐
が
彩
数
ト
ル
コ
に
對
す
る
戦
争
援
助
の
鰯
に
モ

ン
テ
不
グ
ロ
に
來
つ
た
つ
然
る
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
亦
動
く
べ
し
－
こ
の
報
を
得
て
、
彼
等
は
對
塊
戦
に
向
ふ
鯛
に
本
國
ボ

ス
ニ
ァ
に
戻
ら
べ
き
か
否
か
を
セ
ル
ビ
ァ
公
使
に
問
う
た
。
公
使
は
其
の
決
定
を
首
相
パ
シ
チ
に
乞
う
た
が
‐
首
相
之

に
答
へ
て
、
「
彼
等
は
木
閲
に
辰
る
べ
か
ら
ず
、
何
一
こ
な
ら
ば
彼
等
は
画
ら
に
軍
法
會
識
に
引
渡
さ
れ
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
は
人
民
煽
動
許
容
の
壷
を
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
に
質
は
す
に
至
ら
ん
」
↓
こ
。

以
上
述
べ
た
如
く
、
「
剛
防
」
は
ポ
、
へ
雨
州
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
對
す
る
叛
飢
の
助
長
に
全
力
を
誌
し
た
も
の

で
、
セ
ル
ビ
ァ
政
府
が
彼
等
の
斯
か
る
意
岡
を
知
悉
し
、
而
か
も
種
々
な
ら
形
Ｌ
於
て
、
彼
等
ざ
協
同
し
、
或
は
援
助

し
た
の
で
あ
っ
て
、
現
在
極
々
な
る
史
料
に
よ
っ
て
、
セ
ル
ビ
ァ
政
府
－
ご
「
剛
防
」
と
の
内
的
棚
係
は
充
分
に
碓
繊
さ

れ
得
る
の
で
あ
る
。
表
面
「
閲
防
」
を
し
て
班
に
文
化
目
的
を
行
ふ
私
的
協
會
た
ら
し
め
た
の
は
、
全
く
世
人
の
眼
を

I
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「
黒
手
組
」
の
活
動
の
内
奔
を
明
示
す
る
も
の
は
、
其
山
一
九
二
年
五
月
九
日
創
立
の
際
の
黛
則
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
既
に
述
べ
た
一
九
一
八
年
發
打
の
サ
ロ
ニ
カ
裁
判
の
記
鋒
な
ゐ
、
展
旨
湧
岸
島
国
冒
騨
○
国
彊
昌
唖
月
言
に
見
ら

る
。
虎
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
セ
ル
ピ
ァ
政
府
が
、
「
黒
手
組
」
が
急
進
蕪
の
勢
力
を
殺
さ
ん
言
す
る
暇
に
岡
内
棚
係
の

革
命
結
肚
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
や
う
に
見
せ
る
鰯
に
、
國
外
に
於
け
る
其
の
過
激
的
沽
勤
に
開
す
る
個
鹿
を
該
記

此
の
「
黒
手
組
」
｜
ご
先
の
「
國
防
」
と
の
州
係
が
頗
る
密
で
あ
っ
た
事
は
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
例
へ
ぱ
、

「
黒
手
組
」
中
央
委
典
會
の
十
委
員
の
一
人
で
あ
っ
た
旨
冒
口
乏
Ｐ
の
言
呂
少
佐
は
同
時
に
「
剛
防
一
の
書
記
官
で
、

セ
ラ
エ
プ
晤
殺
犯
人
の
言
に
よ
れ
ば
彼
等
に
寅
金
や
革
命
書
を
給
し
た
と
さ
れ
る
。
「
幽
防
」
の
機
密
員
は
「
黒
手

邑

組
」
の
偽
に
ス
パ
イ
の
仕
事
を
鰯
し
、
雨
結
砒
に
共
脇
し
て
ゐ
た
人
は
多
搬
で
あ
っ
て
、
其
の
分
離
が
殆
ん
さ
不
可
能

で
あ
る
や
う
な
庭
が
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。
、
こ
に
角
公
け
に
は
文
化
協
曾
｜
こ
し
て
認
め
ら
れ
て
居
る
「
國
防
」
の
陰
に

隠
れ
る
躯
は
「
黒
手
組
」
｝
こ
し
て
頗
る
有
利
で
あ
る
か
ら
、
其
の
ボ
ス
’
一
ア
に
於
け
る
黛
負
に
は
、
依
然
「
阿
防
」
が

通
勤
の
指
導
に
立
っ
て
居
る
も
の
↓
こ
信
ぜ
し
め
た
の
で
あ
る
。
而
し
て
「
剛
防
」
の
常
局
者
は
斯
か
る
状
態
に
敢
へ
て

反
對
し
な
か
っ
た
。

軍
人
派
は
急
進
蕪
の
比
較
的
温
惟
な
ら
政
策
に
他
足
ら
ず
、
彼
等
の
若
干
は
途
に
直
接
手
段
を
目
的
と
す
る
過
激
な
る

新
秘
密
結
祗
「
黒
一
千
組
」
を
組
蛾
す
る
に
至
っ
た
。
（
過
激
軍
人
派
の
中
に
も
「
黒
手
組
」
に
走
ら
す
、
急
進
蕪
に
依

然
從
つ
た
希
が
あ
っ
た
。
彼
等
は
、
一
九
一
七
年
の
「
黒
手
紙
」
の
崩
壊
後
其
の
地
位
を
典
へ
ら
れ
、
迦
禰
「
白
手

組
」
｜
ご
呼
ば
れ
た
）
。

セ
ラ
ヱ
ヲ
那
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
賀
任

Ⅱ
Ⅱ
別
Ⅱ
Ｈ
Ｈ
ｎ
Ｈ
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口
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セ
ラ
ヱ
ヲ
覗
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ァ
政
府
の
萱
侭
七
二

録
ょ
ｈ
抹
殺
し
、
セ
ラ
ェ
ブ
蛎
件
《
こ
の
州
係
を
歸
認
せ
ん
↓
、
）
し
た
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
呼
警
言
の
言
考
房
号
は

「
黒
手
組
」
の
残
存
せ
る
二
蹴
興
よ
り
材
料
を
得
て
、
猟
則
の
完
全
な
る
復
沽
に
成
功
し
瀧
貝
に
は
多
敷
の
セ
ル
ピ
ア

文
武
官
吏
を
有
し
て
居
た
事
を
暴
露
し
た
の
で
あ
る
。

「
黒
手
組
」
は
、
國
民
的
理
想
を
随
現
し
、
全
セ
ル
ピ
ァ
の
統
一
の
目
的
の
鰯
に
作
ら
れ
し
も
の
な
り
（
鋪
一
條
）
。

本
給
肺
は
神
的
宜
傳
よ
り
も
兇
器
的
行
潟
を
可
一
こ
す
る
が
故
に
、
非
黛
貝
に
は
絶
對
に
秘
密
鯉
附
す
べ
し
（
第
二
條
）
。

第
四
條
，
（
ロ
）
、
セ
ル
ピ
ァ
人
の
住
す
る
凡
て
の
土
地
に
於
て
革
命
的
活
動
一
炉
一
細
識
す
。
（
〈
）
、
セ
ル
ピ
ア
王
幽

境
の
外
一
Ｌ
於
て
、
此
の
理
想
に
反
對
す
る
も
の
ざ
釜
手
段
ぞ
誌
し
て
戦
ふ
ぺ
し
。
（
’
一
）
、
セ
ル
ピ
ア
及
び
セ
ル
ピ
ア

的
要
素
に
好
意
雲
ぞ
有
せ
る
凡
て
の
剛
家
、
人
民
、
囲
縄
及
び
個
人
－
ご
親
稗
關
係
ぞ
維
持
す
べ
し
。
（
ホ
）
、
民
族
解
放

一
ご
統
一
に
努
力
せ
る
凡
て
の
人
民
及
び
剛
鰡
今
ぞ
凡
ゆ
る
方
法
に
於
て
援
助
す
べ
し
。
飾
七
條
、
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
の
中
央

委
員
會
は
、
セ
ル
ピ
ァ
王
幽
の
蝋
’
以
外
一
Ｌ
、
國
外
の
セ
ル
ピ
ア
人
の
住
す
る
土
地
の
各
盈
・
よ
り
一
名
宛
の
代
表
一
ぞ
含

む
、
即
ち
一
、
ボ
ス
ニ
ァ
、
ヘ
ル
チ
ェ
《
コ
ギ
ナ
ー
ニ
、
モ
ン
テ
ネ
グ
ロ
、
三
、
古
セ
ル
ピ
ア
及
び
マ
セ
ド
ニ
ア
、
四
、
″

ク
ロ
ァ
シ
ァ
、
ス
ラ
↓
フ
ニ
ァ
、
シ
ル
、
と
ァ
、
五
，
ブ
ィ
デ
ヂ
ナ
、
六
、
ダ
ル
マ
シ
ア
沿
海
地
方
’
第
十
八
條
、
中
央
委

員
會
は
、
通
例
共
の
委
典
で
あ
り
、
特
別
の
場
合
は
其
の
持
使
で
あ
る
委
任
代
表
者
Ｌ
よ
っ
て
、
幽
外
の
秀
典
曾
こ
連

絡
す
。
第
十
九
條
、
國
外
の
委
員
會
に
は
行
動
の
自
由
を
許
す
、
さ
れ
一
ご
よ
り
廣
汎
な
る
革
命
運
動
の
資
行
は
中
央
委

員
會
の
承
認
に
よ
ら
ざ
る
べ
か
ら
ず
。

結
耽
の
砿
張
、
秘
密
の
維
持
、
服
從
の
迩
守
等
一
Ｌ
開
し
て
鋪
二
十
三
條
以
下
色
々
一
、
｜
規
定
さ
れ
て
居
る
。
新
城
員

6
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は
、
更
に
他
の
新
黛
負
を
加
入
せ
し
む
ら
義
務
が
有
り
、
且
つ
自
己
の
紹
介
し
た
満
の
保
電
こ
し
て
自
ら
の
姫
命
を
提

供
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
各
黛
貝
は
棚
互
的
に
何
人
な
る
か
不
明
で
、
躯
に
秘
密
番
號
に
よ
っ
て
示
さ
れ
中
央

委
貝
會
の
み
が
彼
等
の
名
を
知
っ
て
居
る
｝
ご
云
ふ
し
至
っ
て
は
、
全
く
探
偵
小
説
↓
鴛
諏
む
の
慨
が
有
る
。
結
耐
の
利
害

は
最
高
た
る
べ
く
、
容
貝
は
入
黛
一
こ
共
に
自
ら
の
個
性
卒
喪
失
す
べ
き
も
の
・
こ
さ
れ
た
。
新
黛
貝
の
入
耽
式
§
頗
る
怪

奇
で
、
一
組
の
蝋
燭
の
火
の
み
を
有
す
る
陪
鶚
な
る
部
毘
に
、
黒
布
で
糧
ば
れ
キ
リ
ス
ト
砿
像
‘
懐
剣
及
び
奉
銃
山
澄

か
れ
て
あ
る
机
の
前
に
、
新
蹴
員
は
引
出
さ
れ
る
。
彼
の
前
に
は
假
而
の
人
々
が
居
る
。
斯
く
て
彼
は
、
「
余
を
暖
む

る
太
陽
、
余
を
青
つ
る
土
地
、
余
の
祀
先
の
血
に
よ
り
、
余
の
名
審
と
生
命
に
か
け
て
、
余
は
今
後
死
に
至
る
迄
此
の

結
耐
の
法
則
に
忠
貨
で
あ
り
、
そ
の
爲
一
卜
如
何
な
る
犠
牲
を
も
鯛
す
べ
き
躯
を
神
の
前
に
」
誓
ひ
、
此
鰹
に
始
め
て
彼

は
「
黒
手
組
」
黛
典
さ
成
る
っ
黛
貝
は
彼
が
公
私
八
一
こ
し
て
知
り
得
た
泰
通
）
し
開
し
、
結
砒
の
使
命
範
鬮
に
厨
す
る
凡

て
を
中
央
委
負
會
に
報
併
す
べ
き
義
務
を
有
し
た
。
中
央
委
典
會
の
命
令
は
之
に
絶
對
服
従
す
べ
き
も
り
こ
さ
れ
た
。

一
度
ぴ
入
瀧
し
た
薪
は
決
し
て
脱
蕪
を
許
さ
れ
ず
、
若
し
結
祗
を
害
す
る
が
如
き
行
動
に
出
た
者
は
死
を
以
て
罰
さ
れ

る
。
中
央
委
典
會
の
死
刑
淀
告
は
、
そ
れ
が
置
行
さ
れ
る
↓
ご
云
ふ
躯
の
み
が
重
要
で
、
其
の
方
法
は
問
題
、
こ
さ
れ
な
か

の
死
刑
淀
告
は
、
そ
れ
が
置
行
さ
れ
る
一
ご
云
ふ
躯
の
み
が
重
要
で
、
其
の
方
法
は
問
題
、
こ
さ
れ
な
か

セ
ラ
ヱ
ヲ
那
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
黄
任

っ
た
。
故
に
隙
典
に
し
て
謎
の
如
き
死
を
途
げ
た
荷
も
多
批
有
っ
た
。
非
黛
典
一
し
對
し
て
も
斯
か
る

屯
は
行
は
れ
た
。
故
Ｒ
セ
ラ
エ
プ
略
段
稀
が
其
の
家
に
避
難
し
た
ボ
ス
’
一
ア
の
股
民
逹
は
、
其
の

弊
察
官
よ
り
も
秘
特
の
「
黙
手
細
」
本
部
を
恐
れ
て
居
た
の
で
あ
る
。
「
黒
手
細
」
の
シ
ム
ポ
ル
は

上
剛
の
如
く
旗
、
頭
蓋
、
交
叉
し
た
冊
、
懐
剥
、
媛
卵
‐
燕
藥
瓶
を
並
べ
立
て
た
頗
る
不
氣
味
な
も

0

七
三

口
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セ
ラ
ヱ
ヲ
訴
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
査
任
七
四

の
で
、
結
批
の
グ
ロ
的
性
鷺
を
如
迩
に
示
し
て
居
る
。

上
述
病
』
よ
っ
て
明
か
な
》
。
如
く
、
「
黒
手
細
」
は
「
剛
防
」
と
異
り
、
テ
ロ
的
側
向
を
雌
る
弧
く
有
す
る
も
の
で
、

史
上
新
か
ら
種
狐
の
給
耐
中
随
一
一
ご
云
っ
て
然
り
で
あ
る
。
而
か
も
一
九
一
四
年
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
「
図
防
」
に
の

み
麦
任
を
蹄
し
、
此
の
重
要
な
る
「
黒
手
組
」
に
棚
し
て
云
ふ
虚
無
か
り
し
は
、
彼
等
の
活
動
が
如
何
に
極
秘
に
巧
妙

に
行
は
れ
た
か
ぞ
語
る
も
の
で
あ
る
。

、

次
に
重
要
な
の
は
、
「
黒
手
組
」
『
ご
セ
ル
ピ
ア
政
府
其
の
も
の
．
と
の
朋
係
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
黛
貝
の
主
要
な
る
人

名
を
列
器
す
る
事
に
よ
っ
て
も
先
づ
明
か
で
あ
る
。
首
彼
た
る
ヂ
ミ
ト
リ
エ
ギ
ッ
チ
大
佐
は
セ
ル
ピ
ァ
参
謀
部
情
報
局

｛

長
で
あ
り
、
黛
貝
第
六
號
・
ご
脂
示
さ
れ
た
。
副
首
倣
桁
は
、
「
第
七
城
」
タ
ン
コ
シ
ッ
チ
少
佐
、
綴
い
て
「
第
四
一
二

號
」
冒
冒
〕
Ｑ
唱
冒
○
一
鼻
亀
〕
、
此
の
雨
名
は
セ
ラ
ヱ
プ
蹄
殺
の
準
備
を
直
接
助
け
た
人
物
で
あ
る
。
既
述
の
問
題
ご
な

っ
た
暴
露
を
發
表
し
た
大
戦
常
時
の
文
机
ヨ
ヴ
ノ
ギ
ッ
チ
の
親
友
な
る
、
「
第
一
六
六
號
」
ロ
ｇ
ｇ
昌
○
ご
菖
冨
ｍ
３
、

セ
ル
ピ
ァ
大
群
院
書
記
官
「
第
四
一
三
號
」
言
。
一
旦
国
鳥
９
く
冒
呂
、
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
大
學
諜
記
官
「
第
四
七
一
號
」

ロ
⑦
旨
の
ｇ
厚
い
ｚ
ｏ
乏
鼻
。
昌
罫
目
、
外
務
省
諜
記
官
「
第
四
○
六
號
」
冨
冒
口
の
弾
く
昌
。
三
房
ｇ
・
鐡
道
大
臣
「
第
四
○
一

號
」
吾
］
○
三
自
○
昌
房
号
、
警
察
部
長
「
第
四
○
七
號
」
胃
噌
冒
ご
乏
巨
厨
の
冨
豊
］
⑦
三
富
号
，
外
務
省
吏
員
「
第
四
六
七

號
」
聾
昌
旦
①
聾
ご
房
呂
等
の
人
名
を
見
れ
ば
、
「
黒
手
組
」
が
如
何
に
セ
ル
ピ
ァ
政
府
其
の
他
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
の
公

人
ミ
密
な
る
閥
係
が
有
っ
た
か
を
推
し
得
る
。

セ
ル
ピ
ァ
皇
儲
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ル
も
此
の
結
砒
・
こ
深
き
關
係
を
有
し
、
「
黒
手
組
」
が
そ
の
機
開
紙
《
畠
①
旨
○
昌
呂



「
黒
手
組
」
は
對
外
的
に
は
大
セ
ル
ピ
ア
主
義
の
即
行
や
期
し
た
と
同
時
に
、
對
内
的
に
は
よ
り
弧
大
な
る
椛
力
を

欲
し
た
。
此
の
後
朽
の
鮎
に
於
て
は
、
「
黒
手
細
」
は
急
進
蝋
よ
り
成
る
セ
ル
ピ
ァ
政
府
の
敵
た
る
の
州
係
に
あ
っ

た
。
故
に
政
府
こ
し
て
は
、
「
黒
手
細
」
の
外
的
活
動
援
助
の
鯛
一
、
）
同
時
に
、
其
の
内
的
行
動
の
監
脱
の
鯛
に
密
偵
役

辛
發
刊
す
る
賓
皇
儲
は
多
額
の
金
を
之
に
寄
附
し
、
ヂ
、
と
ト
リ
エ
ギ
ッ
チ
を
特
に
優
遇
し
た
の
で
あ
っ
た
。
勿
論
後

に
は
其
の
態
度
を
鍵
じ
寧
ろ
結
就
の
絶
滅
に
力
を
致
し
た
。

セ
ル
ピ
ァ
行
政
官
の
凡
ゆ
る
方
而
に
「
黒
手
組
」
蹴
負
が
居
り
、
軍
隊
が
鮫
も
弧
く
彼
等
の
勢
力
下
に
あ
っ
た
こ
と

は
勿
論
で
あ
る
。
而
し
て
彼
等
は
政
府
の
虚
詮
に
反
抗
す
る
事
歴
々
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
ら
一
個
の
政
府
を
作
れ
る
が

如
き
剛
が
あ
っ
た
。
暗
殺
犯
人
が
既
に
セ
ラ
ヱ
デ
の
地
に
向
っ
た
時
、
セ
ル
ピ
ァ
政
府
は
閲
噛
官
吏
に
、
彼
等
を
逮
捕

す
べ
く
命
じ
た
が
、
此
の
命
令
は
何
等
麓
行
さ
れ
な
か
っ
た
。
而
か
も
斯
か
る
事
置
に
對
し
、
セ
ル
ピ
ァ
開
僚
逹
は
之

を
何
等
怪
し
む
事
な
く
、
之
を
探
究
せ
ん
↓
ご
も
せ
ず
、
同
明
の
等
こ
し
て
文
相
ヨ
ヴ
ノ
ギ
ッ
チ
は
「
さ
れ
一
》
」
此
等
の
國

境
官
吏
は
自
ら
結
祗
に
入
り
居
り
（
内
州
）
陣
○
官
〕
の
命
令
を
蛮
行
せ
ざ
ｂ
き
」
↑
へ
一
語
っ
た
。

ヂ
、
ミ
ト
リ
エ
ギ
ヅ
チ
は
既
一
と
九
二
年
に
外
棚
ミ
ロ
ヴ
ノ
ギ
ッ
チ
に
桔
祗
の
目
的
を
告
げ
、
之
に
對
し
外
相
は
「
若

き
友
よ
、
貴
下
の
「
黒
手
組
」
を
余
の
利
用
に
詮
か
れ
よ
、
然
ら
ば
余
が
近
く
セ
ル
ピ
ァ
の
偏
に
偏
さ
ん
事
を
貴
下
は

見
ら
る
ぺ
し
」
↓
、
ゞ
語
り
、
更
に
多
額
の
金
を
與
へ
た
の
で
あ
る
。
結
耐
ご
政
府
と
の
結
合
は
之
に
止
ら
ず
、
重
要
な
る

問
題
の
寅
行
に
際
し
て
は
中
央
委
此
會
か
セ
ル
ピ
ァ
閣
僚
の
何
れ
か
に
之
を
打
明
け
て
居
た
事
は
、
ヂ
ミ
ト
リ
ェ
ギ
ッ

チ
の
言
に
よ
っ
て
明
か
で
あ
る
。

セ
ラ
ヱ
ヲ
ボ
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
査
任

七
五

」



「

セ
ラ
ヱ
ヲ
飛
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
盃
任
七
六

一
こ
し
て
政
府
山
人
剛
ぞ
蹴
典
た
ら
し
む
る
必
要
が
あ
つ
唱
斯
く
し
て
雨
朽
の
關
係
は
密
接
一
こ
は
云
ひ
な
が
ら
政
ら
特

殊
な
る
内
容
ぞ
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
上
述
の
報
告
中
に
見
え
た
］
貸
鼻
○
一
く
嚴
呂
の
如
き
は
政
府
の
密
偵
黛
典
で

あ
っ
た
。
叉
既
述
の
昌
冒
］
Ｑ
彊
冒
〕
Ｃ
量
厨
呂
の
如
き
は
セ
ラ
ヱ
プ
事
件
の
準
備
を
直
接
助
け
た
人
物
で
あ
り
な
が

ら
、
一
九
一
七
年
に
其
の
蔽
言
に
よ
っ
て
「
黒
手
紺
」
の
絶
滅
を
断
し
た
。
彼
は
笈
に
「
白
手
組
」
及
び
急
進
蕪
の
間

牒
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

特
に
政
府
《
こ
し
て
監
覗
の
必
饗
で
あ
っ
た
の
は
「
黒
手
組
」
首
長
ヂ
、
ヒ
ト
リ
エ
ギ
ッ
チ
で
あ
っ
た
。
彼
は
才
幹
↑
こ
敦

蕊
を
有
し
勇
敢
で
あ
っ
た
が
、
野
心
に
篇
み
雄
辮
で
、
軍
人
士
官
に
は
異
端
な
｜
勾
勢
力
を
持
つ
ね
。
人
心
收
髄
に
巧
み

で
、
結
祇
組
織
の
仕
事
に
勝
れ
て
居
た
。
秘
密
活
動
を
好
み
、
目
的
の
矯
に
は
全
く
手
段
学
ぞ
選
ば
ず
之
に
迩
進
し
胃
瞼

一
ご
祁
秘
を
愛
し
た
。
彼
は
靜
安
を
好
ま
ず
、
常
に
陰
謀
ゞ
こ
晤
殺
を
計
窪
し
て
居
噌
一
九
○
三
年
に
は
ア
レ
ク
サ
ン
ド

ル
王
略
殺
の
主
謀
満
の
一
人
で
あ
り
、
一
九
二
年
に
は
塊
帝
或
は
皇
儲
暗
殺
を
計
り
、
一
九
一
四
年
に
は
ブ
ル
ガ
リ

ア
の
秘
密
結
祗
一
こ
共
に
ブ
ル
ガ
リ
ア
國
王
フ
エ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
の
暗
殺
を
計
り
、
更
に
セ
ラ
ヱ
プ
事
件
の
計
謹
を
指
導
し

た
。
一
九
一
六
年
に
は
更
に
ギ
リ
シ
ア
國
王
コ
ン
ス
タ
ン
チ
ン
の
賠
殺
雲
ぞ
計
り
、
更
に
セ
ル
ピ
ァ
皇
儲
に
對
す
る
陰
謀

を
も
計
っ
た
。
彼
の
生
涯
は
蜜
に
陰
謀
↓
こ
胃
瞼
↓
、
一
秘
密
一
Ｌ
終
っ
て
居
る
↓
ご
云
ひ
得
る
。
彼
は
一
九
三
一
年
六
月
に
セ
ル

ビ
ァ
参
謀
部
情
報
局
長
ご
成
っ
た
が
、
こ
れ
彼
に
ゞ
こ
っ
て
は
恰
好
の
地
位
で
あ
っ
て
、
「
黒
手
組
」
首
髄
で
あ
り
、
セ

ル
ピ
ァ
情
報
局
長
で
あ
る
此
の
公
私
の
一
重
黄
格
は
相
助
け
合
っ
て
彼
の
行
動
を
有
利
な
ら
し
め
た
。
斯
く
の
如
き
事

は
彼
の
み
に
止
ら
ず
、
例
へ
ば
一
九
二
年
に
ト
ル
コ
及
び
オ
ー
ス
ト
リ
ア
に
對
す
る
国
境
に
國
境
士
官
が
設
け
ら
れ

' I



た
時
、
其
の
六
名
の
凡
て
は
「
黒
手
組
」
の
黛
興
で
あ
り
、
或
は
そ
れ
と
成
っ
た
。
而
し
て
其
の
一
人
な
る
既
に
述
べ

た
目
Ｏ
ｇ
Ｈ
ｏ
尋
詩
ｇ
大
尉
の
如
き
、
果
し
て
彼
は
「
國
防
」
會
員
０
「
黒
手
組
」
黛
典
、
セ
ル
ピ
ア
士
官
の
何
れ
の
資

絡
で
行
動
し
た
か
之
を
腫
別
す
｜
Ｑ
し
苦
し
む
の
で
あ
る
。
と
に
角
セ
ル
ピ
ァ
政
府
か
ヂ
ミ
ト
リ
エ
ギ
ッ
チ
の
如
き
危
険

な
る
人
物
を
重
要
な
る
地
位
に
就
か
し
め
た
の
は
、
寧
ろ
彼
の
陰
謀
欲
を
利
用
せ
ん
が
鯛
で
あ
っ
た
事
は
明
か
で
、
此

の
鮎
政
府
ゞ
こ
し
て
彼
に
對
す
る
黄
任
を
免
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

ボ
、
へ
雨
州
其
の
他
セ
ル
ピ
ァ
人
の
住
む
オ
ー
ス
ト
リ
ア
恢
土
に
於
け
る
革
命
煽
動
は
‐
既
に
結
耽
の
創
立
一
ご
同
時

に
行
は
れ
て
居
た
Ｊ
其
れ
等
の
地
方
の
各
大
學
や
青
年
ク
ラ
ブ
に
於
て
は
「
黒
手
組
」
の
勢
力
は
絶
大
一
一
一
成
っ
た
。
彼

等
セ
プ
ル
の
青
年
達
は
セ
ル
ピ
ァ
図
内
に
招
か
れ
て
一
屑
煽
動
を
受
け
た
。
一
九
一
二
年
四
月
百
七
十
六
名
の
畢
生
が

シ
唱
騨
日
か
ら
セ
ル
ピ
ア
に
旅
行
し
た
が
如
き
は
其
の
顯
若
な
例
で
、
今
日
１
－
今
コ
ー
・
ス
ラ
ヴ
統
一
の
「
ワ
ル
ト
プ

ル
グ
祭
」
｜
、
‐
一
呼
ば
れ
て
居
る
が
、
共
の
時
畢
生
達
は
セ
ル
ピ
ァ
諸
大
臣
の
赦
待
を
受
け
、
槻
兵
式
が
彼
等
の
側
に
行
は

れ
、
國
王
ピ
ー
タ
ー
は
此
等
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
臣
民
を
「
ク
ロ
ァ
シ
ァ
の
兄
弟
」
｜
ご
呼
び
、
彼
等
も
亦
七
ル
ピ
ア
國
王

を
ヨ
ー
》
コ
ー
・
ス
ラ
ヴ
の
王
」
｜
ご
呼
ん
だ
。
簸
後
に
餐
宴
か
行
は
れ
、
之
に
ヂ
ミ
ト
リ
ェ
ギ
ッ
チ
は
訪
問
學
生
の
若

干
を
招
き
彼
等
を
「
黒
手
組
」
無
位
た
ら
し
め
た
の
で
あ
っ
た
。

ポ
ス
ニ
ア
に
於
け
る
革
命
通
勤
の
發
腱
に
雌
も
重
要
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
は
ｃ
呉
宵
言
〕
Ｃ
乏
冨
ｇ
で
あ
る
。
彼

は
ヘ
ル
チ
ェ
ゴ
ギ
ナ
の
一
榊
侶
の
子
で
、
父
は
彼
を
同
じ
く
佃
侶
た
ら
し
め
ん
一
こ
し
た
が
、
彼
は
其
の
勉
學
ぞ
棄
て
』

ロ
シ
ア
の
革
命
文
献
を
耽
誼
し
、
一
九
○
九
年
の
春
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
に
赴
い
て
「
國
防
」
の
有
力
審
逹
さ
交
は
り
、
二

セ
ラ
ヱ
ヲ
班
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
黄
任

七
七
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セ
ラ
ヱ
ヲ
率
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
茜
任
七
八

年
間
セ
ル
ピ
ァ
に
止
っ
て
熱
烈
な
反
填
思
想
家
男
①
『
諄
”
ｇ
の
影
響
一
ぞ
受
け
た
。
其
の
後
「
國
防
」
の
派
遥
使
一
こ
し

て
ポ
ス
ニ
ァ
に
戻
り
、
次
い
で
ヰ
ー
ン
大
學
｝
し
學
ぶ
傍
ら
、
硴
命
運
動
の
組
織
Ｅ
熱
中
し
、
一
九
一
○
年
六
月
十
五
日

セ
ラ
ェ
・
ラ
に
於
て
總
将
ぐ
目
⑦
切
己
旨
將
埴
を
射
っ
て
失
敗
し
自
殺
し
た
扉
『
昌
胃
｝
〕
の
頌
催
文
を
陵
名
に
て
ペ
ル
グ

ラ
ー
ド
に
於
て
發
行
し
ポ
ス
ニ
ァ
の
背
年
逹
に
侭
大
な
る
感
化
を
及
ぼ
し
た
の
は
此
の
畔
で
あ
っ
た
。
一
九
一
二
年
再

び
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
に
至
り
、
「
黒
手
組
」
に
入
熊
し
「
第
一
二
七
號
」
｜
ご
成
っ
た
。
彼
は
雨
結
肚
よ
り
査
金
を
受
け
、

且
つ
セ
ル
ピ
ァ
外
務
省
宏
僻
局
か
ら
給
史
金
を
得
て
ロ
ー
ザ
ン
言
Ｌ
赴
き
、
此
の
地
で
ト
ロ
ヅ
キ
イ
其
の
他
の
ロ
シ
ア

革
命
家
さ
交
つ
た
。
此
の
間
彼
は
ボ
ス
’
一
ァ
を
巡
歴
し
て
旨
｛
且
Ｐ
胃
望
員
（
青
年
ポ
ス
ニ
ア
）
の
過
激
な
る
若
人
を

以
て
、
《
丙
昌
昌
○
亀
》
な
る
秘
密
結
献
を
細
縦
す
る
に
至
っ
た
。
こ
れ
は
「
黒
手
組
」
↓
ご
全
く
同
様
の
性
寅
の
も
で
、

其
の
熊
貝
は
必
ず
し
も
「
黒
手
組
」
煎
其
で
は
な
っ
た
が
、
ボ
ス
｜
子
其
の
他
の
地
方
一
Ｌ
於
け
る
散
在
せ
る
「
黒
手

組
」
職
員
を
統
一
す
る
網
の
役
目
を
爲
し
、
且
つ
「
黒
手
組
」
の
活
動
を
援
助
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
本
硫
の
初
に
指

摘
し
た
］
の
ぐ
鼻
ぃ
ｇ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
塊
鎮
バ
ル
カ
ン
地
方
の
革
命
地
動
及
び
セ
ラ
ヱ
プ
啼
殺
事
件
の
源
は
貨
に
此

の
丙
昌
昌
。
ｇ
に
存
し
た
の
で
あ
『
ｏ
・

革
命
思
想
を
有
す
る
ボ
ス
’
一
ァ
の
青
年
逹
が
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
監
幌
厳
し
い
ポ
ス
ニ
ァ
に
於
て
快
か
ら
ず
、
よ
り

自
由
で
親
し
い
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
に
赴
か
ん
と
欲
す
る
の
は
常
然
で
あ
っ
て
、
所
謂
《
昏
己
毎
軒
》
》
｜
ご
成
っ
た
。
此
等
若

き
ｇ
〕
曾
肝
・
は
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
の
諸
カ
フ
ェ
を
根
城
・
こ
し
‐
「
閲
防
」
「
黒
手
組
」
の
連
中
－
ご
交
は
っ
た
。
最
も
簗

く
稚
來
し
た
の
は
悶
○
目
国
鳥
の
ご
恥
（
不
正
規
兵
）
の
連
中
で
、
若
人
の
煽
動
に
こ
れ
力
め
、
自
己
の
同
志
た
ら
し
め



上
述
の
如
く
ボ
ス
’
一
ァ
に
於
け
る
革
命
連
動
の
宣
偲
は
頗
る
激
し
き
も
の
が
あ
っ
た
。
而
し
て
直
接
行
動
も
之
に
進

る
』
事
は
な
か
っ
た
。
一
九
一
○
年
六
月
十
五
日
へ
ル
チ
ェ
率
コ
ギ
ナ
の
畢
生
帰
国
言
量
］
が
ボ
ス
ニ
ァ
総
督
に
五
發
の

銃
弾
を
發
射
し
て
失
敗
し
た
事
は
既
に
述
べ
た
が
．
彼
は
後
一
し
「
黒
手
組
弗
一
二
號
」
｜
ご
成
っ
た
セ
ル
ピ
ァ
士
官

冒
冒
四
目
言
号
よ
ｈ
奉
銃
を
得
‐
其
の
練
習
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
。
既
述
の
一
九
二
一
年
に
於
け
る
ア
グ
ラ
ム

の
畢
生
の
ペ
ル
グ
ラ
ー
ド
訪
川
の
隙
、
ア
グ
ラ
ム
に
於
け
る
ハ
ン
ガ
リ
ァ
の
長
官
ぐ
ｇ
〕
ｇ
息
に
對
す
る
暗
殺
が
決

議
さ
れ
た
。
此
の
計
謹
は
既
に
此
の
年
二
月
に
セ
ラ
ヱ
プ
に
於
て
、
『
冒
鼻
撹
冒
》
閣
員
儲
冒
言
い
ｇ
の
間
に
話
さ
れ
た

の
で
あ
る
が
、
蜜
行
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。
今
や
其
の
識
然
し
、
此
の
雨
名
は
ヂ
ミ
ト
リ
ェ
ギ
ッ
チ
に
計
謹
を
語
り
、

彼
は
之
に
賛
成
し
て
共
の
準
術
を
彼
の
腹
心
た
る
タ
ン
コ
シ
ッ
チ
少
佐
一
Ｌ
委
し
た
。
旨
言
い
号
は
少
佐
よ
り
奉
銑
及
び

爆
弾
の
使
用
法
辛
習
ひ
、
武
器
を
受
け
た
の
で
あ
↓
Ｃ
・
彼
は
拳
銃
宅
携
へ
て
ア
グ
ラ
ム
に
赴
き
、
爆
弾
傳
迭
の
爲
に

「
ト
ン
ネ
ル
一
の
一
つ
が
川
ひ
ら
れ
た
。
彼
は
一
九
一
二
年
六
月
八
日
長
官
暗
殺
を
賞
行
し
た
が
、
二
人
の
他
の
官
吏

「
ト
ン
ネ
ル
」
の
一
つ
辛

た
の
で
あ
る
。

次
い
で
一
九
一
三
年
八
月
十
八
日
塊
帝
の
誕
生
日
に
ク
ロ
ァ
シ
ア
の
綿
将
際
①
号
Ｒ
男
の
晤
殺
が
行
は
れ
た
が
、

更
に
翌
年
五
月
二
十
日
一
Ｌ
再
び
遂
行
さ
れ
た
。
主
犯
者
両
昌
巳
『
閏
①
月
置
○
】
肴
は
、
’
一
九
一
二
年
秋
旨
言
い
号
の
解

放
を
試
み
て
失
敗
し
、
セ
ル
ビ
ア
に
逃
れ
て
「
黒
手
組
」
の
同
志
一
ご
成
り
、
ア
グ
ラ
ム
に
歸
っ
て
陰
謀
を
計
っ
た
の
で

●

を
殺
審
す
る
に
止
つ
た
。

あ
っ
た
。

セ
ラ
ヱ
ヲ
事
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
黄
任

■
■
８
凸
■
Ｉ
Ｉ
Ｂ

七
九

’
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に
あ
《
Ｃ
が
、
事
費
に
於
て
は
既
↑
Ｌ
此
の
時
迄
に
晤
殺
の
準
術
は
成
ｈ
眠
殺
打
は
ボ
ス
’
一
ア
の
地
に
在
っ
た
の
で
あ
る
。

尚
は
此
の
傳
説
的
な
コ
ノ
ピ
シ
ュ
ト
會
見
に
就
て
は
蜀
畠
が
啓
蒙
的
紋
辿
今
鈩
爲
し
て
居
る
。
君
尉
呂
①
旬
は
ス
タ
ヱ
ギ

ヅ
チ
の
主
碓
を
顔
↓
Ｃ
善
意
に
解
灘
し
て
、
彼
は
一
・
九
二
一
犀
十
月
の
猟
帝
、
塊
皇
怖
の
コ
ノ
ピ
シ
ュ
ト
會
見
ぞ
云
っ
て
居

る
の
だ
↑
、
・
考
へ
た
の
で
あ
一
ｏ
が
、
こ
れ
勿
論
成
立
せ
ざ
る
假
定
で
あ
る
。
斯
く
て
ス
タ
ヱ
ギ
ッ
チ
の
主
張
は
、
セ
ラ
ヱ

プ
事
件
を
猫
立
的
の
も
の
↑
こ
み
な
し
、
共
の
原
閃
を
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
側
に
蹄
せ
ん
一
こ
す
る
考
へ
よ
り
出
た
も
の
で
あ

る
。
要
す
る
に
ヂ
、
ヒ
ト
リ
ェ
ギ
ッ
チ
の
皇
締
一
賠
殺
の
考
へ
は
、
決
し
て
偶
發
的
な
る
も
の
で
な
く
、
從
っ
て
何
等
か
の

セ
ラ
ヱ
ヲ
覗
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ァ
政
府
の
茜
圧
八
○

以
上
を
旭
じ
て
犯
人
が
端
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
臣
民
で
あ
る
躯
は
、
親
セ
ル
ビ
ア
論
者
か
以
て
セ
ル
ビ
ア
の
無
責
任
の

読
左
た
ら
し
む
る
虚
ｒ
の
る
が
，
事
髄
は
反
對
に
、
彼
等
陪
殺
荷
は
術
に
セ
ル
ビ
ア
よ
り
其
の
革
命
思
想
今
罐
受
け
，
セ

ル
ビ
ァ
に
於
て
其
の
計
謹
か
成
熟
し
た
も
の
で
あ
る
。
砺
殺
の
決
怠
は
セ
ル
ビ
ァ
よ
り
發
し
，
武
器
も
亦
セ
ル
ピ
ア
よ

り
出
た
の
で
あ
っ
た
。

第
五
の
晤
殺
た
る
セ
ラ
ヱ
テ
邪
件
は
歯
に
以
上
の
諸
事
件
の
辿
絨
で
あ
り
．
絶
頂
で
あ
っ
た
。
他
の
暗
殺
躯
件
が
凡

●

て
「
無
手
組
」
｜
ご
開
係
が
有
っ
た
に
反
し
、
塊
泉
州
の
咄
殺
は
ヂ
、
と
ト
リ
エ
ギ
ヅ
チ
個
人
の
計
謹
に
基
く
も
の
で
あ
っ

た
。
此
の
鮎
に
純
て
は
諸
説
一
致
し
て
居
る
が
、
其
の
計
謡
を
何
時
決
怠
し
た
か
↑
こ
云
ふ
問
題
に
就
て
は
意
見
一
致
し

な
い
。
津
昌
昌
①
言
嚴
ｇ
が
斯
の
一
九
一
四
年
六
月
十
二
日
の
【
ｇ
員
）
胃
胃
に
於
け
る
猫
帝
一
こ
塊
皇
儲
の
曾
見
を
以

て
、
ヂ
、
と
ト
リ
ェ
季
ツ
チ
の
決
意
の
機
會
一
ご
せ
ろ
は
誤
り
で
あ
る
。
即
ち
、
此
の
會
見
に
於
て
雨
者
は
セ
ル
ビ
ァ
絶
滅

戦
》
炉
｜
決
定
し
、
ヂ
、
と
ト
リ
エ
ヤ
ヅ
チ
は
此
の
躯
を
ロ
シ
ア
参
謀
部
よ
り
聞
い
て
、
途
に
皇
怖
晤
殺
》
ぞ
決
意
し
た
↑
こ
云
ふ
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然
し
暗
殺
の
計
聲
に
は
筒
ほ
よ
り
深
い
政
治
的
根
源
が
あ
る
。
抑
堂
皇
怖
フ
ェ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
の
政
治
思
想
は
頗
る
明

か
な
ら
ざ
る
鮎
多
く
、
局
畠
も
彼
を
以
て
「
政
治
人
物
中
の
蚊
も
謎
多
き
一
人
」
”
、
｜
述
べ
て
居
る
。
勿
論
岐
近
二
個

の
軍
要
な
る
薪
述
が
殆
ん
さ
同
昨
に
現
は
れ
填
皇
慨
の
人
物
開
明
に
貢
献
し
た
窃
○
普
○
め
ど
》
淳
昌
圃
序
己
旨
巴
旦

旦
①
【
因
厨
房
同
品
‐
畠
〕
Ｓ
ｐ
さ
両
①
『
．
冨
昏
５
房
ロ
．
ご
母
．
○
三
巨
昌
月
戸
夢
園
且
］
①
愚
○
四
犀
Ｐ
ご
侭
蜀
⑦
己
旨
緯
旨
烏
三
一
【
斎
目
巳
己

三
○
房
己
．
閉
門
盲
．
己
圏
）
・
ざ
に
角
彼
は
多
く
の
人
か
ら
は
、
活
動
的
な
る
政
治
家
一
こ
考
へ
ら
れ
、
彼
に
よ
っ
て
オ

、

－
ス
ト
リ
ァ
の
活
溌
な
る
政
策
が
期
待
さ
れ
て
居
唱
而
し
て
彼
は
ド
イ
ツ
人
、
ハ
ン
ガ
リ
ア
人
の
外
に
ス
ラ
ヴ
人
を

同
等
な
地
位
に
置
い
て
所
謂
三
元
王
幽
の
蔽
現
を
計
っ
て
居
た
］
こ
さ
れ
る
。
こ
れ
は
填
領
ス
ラ
ヴ
人
に
と
っ
て
は
有
利

で
あ
っ
た
が
、
全
南
ス
ラ
ヴ
人
統
一
の
主
義
に
は
大
な
る
陳
審
で
あ
っ
た
。
彼
は
セ
ル
ビ
ァ
愛
幽
主
義
者
よ
り
は
、
セ

ル
ビ
ァ
の
敵
一
ご
老
へ
ら
れ
て
居
た
の
で
、
其
の
三
元
王
叫
庇
現
の
暁
に
は
大
セ
ル
ビ
ア
主
義
は
浦
減
す
べ
き
迩
命
に
あ

セ
ラ
ヱ
ヲ
訴
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ア
政
府
の
壷
任
八
一

の
特
殊
事
件
が
其
の
原
因
↑
こ
成
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
高
官
暗
殺
を
「
無
手
組
」
が
睡
々
賞
行
し
來

り
、
其
の
最
も
高
位
の
も
の
｝
こ
し
て
彼
が
皇
怖
を
選
ん
だ
に
過
ぎ
な
い
。
晤
殺
動
機
の
源
は
反
塊
的
大
セ
ル
ビ
ァ
主
義

に
求
め
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
而
か
も
皇
儲
が
始
め
て
セ
ラ
ヱ
ブ
の
地
を
セ
ル
ピ
ァ
の
國
民
祭
な
る
三
号
一
己
目
（
六

月
二
十
八
日
、
一
三
八
九
年
の
此
の
日
に
陣
名
言
己
己
こ
め
の
冒
冒
の
建
て
た
大
セ
ル
ビ
ァ
団
が
【
○
閉
９
暑
○
の
戦
に
於

て
ト
ル
コ
の
爲
に
壊
滅
）
の
日
に
踏
む
『
ご
云
ふ
事
は
、
場
所
－
ご
云
ひ
日
と
云
ひ
皇
儲
暗
殺
に
は
好
適
で
あ
っ
た
。
皇
怖

の
ボ
ス
’
一
ア
訪
問
は
彼
等
大
セ
ル
ビ
ァ
主
義
荷
に
｝
こ
っ
て
は
一
冊
の
桃
發
行
鯛
一
ご
解
さ
れ
、
こ
れ
の
み
に
し
て
も
復
轆

に
値
す
る
さ
さ
れ
た
。

I
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セ
ラ
ヱ
ヲ
訴
件
に
對
す
る
セ
ル
ピ
ァ
政
府
の
査
圧
八
二

る
一
二
さ
れ
た
。
宥
昌
§
｝
〕
曰
く
、
「
既
に
フ
エ
ル
ヂ
ナ
ン
ド
の
三
元
主
義
は
覗
野
の
中
に
有
り
、
そ
は
遜
鈍
な
る
ク

ロ
ァ
、
ン
ァ
人
民
に
一
こ
り
て
は
、
ク
ロ
ァ
シ
ァ
の
要
求
の
閲
現
、
ク
ロ
ァ
シ
ア
王
凹
の
復
興
、
凡
ゆ
る
政
治
的
、
法
的
方

面
に
於
け
る
支
配
群
、
ド
イ
ツ
人
、
ハ
ン
ガ
リ
ァ
人
さ
の
同
等
を
恵
味
せ
ん
、
而
し
て
三
元
主
義
の
資
現
は
疑
ひ
も
な

く
、
國
民
的
○
且
自
営
鱒
（
全
セ
ル
ビ
ァ
人
の
統
一
を
目
的
こ
せ
る
秘
裕
結
杜
、
一
八
六
○
年
頃
創
立
、
急
進
熊
を
生

む
）
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ィ
の
死
で
あ
り
、
全
南
ス
ラ
ヴ
人
解
放
、
統
一
の
理
想
の
死
な
り
」
。
斯
く
し
て
大
セ
ル
ビ
ア
主

義
画
現
の
陣
審
た
る
べ
き
塊
皇
慨
を
亡
含
肴
に
す
る
事
は
，
ヂ
、
と
ト
リ
エ
ギ
ヅ
チ
に
一
こ
っ
て
必
須
と
考
へ
ら
れ
た
。

而
し
て
皇
儲
暗
殺
の
必
要
が
ベ
ル
グ
ラ
ー
ド
の
嗣
○
冒
冒
号
。
互
い
叉
は
畢
生
の
階
級
、
セ
ラ
ヱ
プ
｜
Ｌ
於
け
る
冒
匿
烏

冒
習
い
の
連
中
、
或
は
ア
ド
リ
ア
沿
岸
地
方
に
於
て
、
其
の
他
外
國
に
於
け
る
青
年
ボ
ス
ニ
ァ
學
生
の
一
派
に
よ
っ
て

主
張
さ
れ
て
居
た
事
は
、
此
の
事
件
が
以
て
軍
な
↓
ｏ
特
殊
、
猫
立
の
も
の
で
な
く
、
大
セ
ル
ビ
ァ
主
義
通
勤
一
こ
最
も
密

接
な
州
係
に
あ
る
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
塊
皇
怖
が
セ
ラ
ヱ
プ
ヘ
行
く
－
ご
否
『
こ
に
拘
ら
ず
、
早
晩
何
人
か
の
手

に
，
よ
っ
て
殺
さ
れ
る
運
命
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
其
の
因
っ
て
來
ろ
虚
逹
く
且
つ
庚
く
、
特
殊
原
因
を
何
等
か
主
張
す

る
が
如
き
は
、
事
の
眞
相
を
鮫
も
知
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
（
未
完
）


